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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　尿中に含まれる特定成分の濃度を測定する尿成分濃度測定装置において、
　溜水を貯留し下水道に連通したボールを備え、被験者の排泄する尿を前記ボールで受け
て前記溜水とともに前記下水道に排出する便器と、
　前記尿が排出される前の前記溜水に混入される基準物質と、
　前記溜水に前記基準物質を混入することにより当該基準物質の濃度を所定濃度である尿
混入前基準物質濃度とした測定用溜水を、前記ボール内に供給する測定用溜水供給手段と
、
　前記尿の混入後における前記測定用溜水である尿混入測定用溜水の前記基準物質の濃度
である尿混入後基準物質濃度を計測する尿混入後基準物質濃度計測手段と、
　前記尿混入測定用溜水中に含まれる前記特定成分の濃度である溜水中成分濃度を計測す
る溜水中成分濃度計測手段と、
　前記尿混入前基準物質濃度と、前記尿混入後基準物質濃度と、前記溜水中成分濃度とに
基づいて、前記尿中に含まれる前記特定成分の濃度を算出する尿中成分濃度算出手段と、
を有し、
　前記尿混入後基準物質濃度計測手段は、前記溜水中成分濃度計測手段が前記溜水中成分
濃度を計測する計測位置における前記尿混入測定用溜水を計測対象として、前記尿混入後
基準物質濃度を計測することを特徴とする尿成分濃度測定装置。
【請求項２】
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　前記溜水中成分濃度計測手段は、前記ボールの底部近傍を前記計測位置として計測を行
なうことを特徴とする請求項１に記載の尿成分濃度測定装置。
【請求項３】
　前記ボールの底部に設けた開口部を備え、前記開口部から前記ボールの底部近傍におけ
る前記尿混入測定用溜水の一部を計測サンプルとして採取してその計測サンプルを前記ボ
ール外に移送する計測サンプル採取手段を有するとともに、
　前記ボール外に前記尿混入後基準物質濃度計測手段及び前記溜水中成分濃度計測手段を
配設し、
　前記計測サンプルを計測対象として、前記尿混入後基準物質濃度計測手段による前記尿
混入後基準物質濃度、及び前記溜水中成分濃度計測手段による前記溜水中成分濃度の各計
測を行なうことを特徴とする請求項２に記載の尿成分濃度測定装置。
【請求項４】
　前記開口部が前記ボールの底部に設けた便器洗浄水吐水口であることを特徴とする請求
項３に記載の尿成分濃度測定装置。
【請求項５】
　前記尿混入測定用溜水中における前記尿の混合状態が、所定の混合状態に達したか否か
を判断する尿混合状態判断手段を有し、
　前記尿混合状態判断手段が前記所定の混合状態に達したと判断したときに、前記尿混入
後基準物質濃度計測手段による前記尿混入後基準物質濃度、及び前記溜水中成分濃度計測
手段による前記溜水中成分濃度の各計測を開始することを特徴とする請求項１～４のいず
れか１項に記載の尿成分濃度測定装置。
【請求項６】
　前記尿混合状態判断手段は、前記測定用溜水への前記尿の混入を検知する尿混入検知手
段と、前記尿混入検知手段により前記尿の混入が検知されてからの経過時間を計時する経
過時間計測手段と、を有し、
　前記経過時間計測手段により計時される前記経過時間が所定時間以上経過したときに、
前記所定の混合状態に達したと判断することを特徴とする請求項５に記載の尿成分濃度測
定装置。
【請求項７】
　前記測定用溜水の量を減らすための溜水減量手段を設けたことを特徴とする請求項１～
６のいずれか１項に記載の尿成分濃度測定装置。
【請求項８】
　前記尿混入前基準物質濃度及び前記尿混入後基準物質濃度は、吸光度、又は蛍光強度か
ら算出される濃度であることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の尿成分濃
度測定装置。
【請求項９】
　前記測定用溜水供給手段は、所定の給水源から前記溜水となる水を供給する給水手段と
、前記給水手段により供給される水に前記基準物質を混入する基準物質混入手段と、を有
し、
　前記基準物質混入手段は、前記基準物質の濃度が前記尿混入前基準物質濃度となる量の
前記基準物質を前記水に混入することを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の
尿成分濃度測定装置。
【請求項１０】
　前記特定成分は、糖やタンパク等の尿中に漏出する被験者の生体情報を反映する成分で
あることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の尿成分濃度測定装置。
【請求項１１】
　請求項１～請求項１０のいずれか１項に記載の尿成分濃度測定装置を一体的に組み込ん
だ便器装置。
【請求項１２】
　被検査溶液中に含まれる特定成分の濃度を測定する溶液成分濃度測定方法において、
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　所定の液体に基準物質を混入し当該基準物質の濃度を所定の濃度である混入前基準物質
濃度とした測定用溶液を準備し、
　前記測定用溶液に前記被検査溶液を混入して測定用混合溶液を作り、
　前記測定用混合溶液中の任意の位置に含まれる前記特定成分の濃度である混合溶液成分
濃度を計測すると共に、前記測定用混合溶液の前記基準物質の濃度である混合後基準物質
濃度も併せて計測し、
　前記混合前基準物質濃度と、前記混合後基準物質濃度と、前記混合溶液成分濃度とに基
いて前記被検査溶液中に含まれる前記特定成分の濃度を算出することを特徴とする溶液成
分濃度測定方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、尿中の特定成分（測定対象とする溶液に含まれる成分のうち濃度測定対象と
する成分を、以下では「特定成分」と呼ぶ）の濃度を測定する尿成分濃度測定装置、尿成
分濃度測定装置を備えた便器装置、及び、被検査溶液中に含まれる特定成分の濃度を測定
する溶液成分濃度測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人々の長寿高齢化に伴い、健康管理に関する個人の関心が高まっており、近年では疾病
の早期発見と疾病治療中或いは治療後の健康管理を目的とした自己健康チェックが重要な
テーマとなっている。特に、尿中の特定成分（例えば、尿糖やタンパク等）の濃度は、被
験者の種々の疾病に伴い変化することから、個人の健康状態を把握するための重要な情報
源として知られている。そこで、従来から、尿中の特定成分の濃度を測定する尿成分濃度
測定装置、尿成分濃度測定装置を備えた便器装置等が種々提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、被験者が排泄する尿（以下、この排泄されたままの状態の尿
を「原尿」ともいう。）を受ける採尿ノズルを便器とは別途設けた尿成分濃度測定装置が
開示されている。この尿成分濃度測定装置は、採尿時には採尿ノズルを便器ボール内の採
尿位置に移動し、移動後の採尿ノズルにより原尿を受けることで採尿するものである。採
尿ノズルにて採尿された尿は、所定の計測装置に送液され、この計測装置により原尿中に
含まれる特定成分の濃度が算出される。
【０００４】
　また、特許文献２には、便器ボール内に穿設され、便器ボール内に排泄される被験者の
尿を採尿するための採尿用穴を有する尿成分濃度測定装置が開示されている。この検尿装
置は、採尿用穴を便器ボール内の溜水面よりも上方に設けることにより、原尿を採尿用穴
により採尿するようになっている。そして、採尿用穴により採尿された原尿は、所定の計
測装置に送液され、この計測装置により原尿中に含まれる特定成分の濃度が算出される。
【０００５】
　一方、特許文献３には、原尿が便器ボール内の溜水に混入した混合溶液の導電率を測定
する導電率測定手段と、混合溶液の導電率と原尿の希釈率との関係を示すデータを予め格
納した記憶装置とを有する尿成分濃度測定装置が開示されている。この尿成分濃度測定装
置は、導電率測定手段により混合溶液の導電率を測定し、記憶装置に格納した導電率と原
尿の希釈率との関係を示すデータに基いて原尿の希釈率を算出し、算出された原尿の希釈
率に、別途測定した混合溶液中に含まれる特定成分濃度を乗算することによって、原尿中
の特定成分の濃度を算出する。
【特許文献１】特開平６－２５８３１５号公報
【特許文献２】特開平６－２３０００６号公報
【特許文献３】特開平１０－２６７９２５号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１及び特許文献２に記載の尿成分濃度測定装置は、原尿のままの状態
で原尿中に含まれる特定成分の濃度を測定するものであり、この方法では原尿が便器ボー
ル内の溜水に混入すると希釈され、その後の工程で特定成分の濃度を測定することができ
なくなることから、原尿が便器ボール内の溜水に混入する前に原尿を採取するために採尿
ノズルや採尿用穴等の採尿器を、便器ボール内の溜水面よりも上方位置に設置して原尿を
採尿器により直接採取している。採尿器により直接採尿する方法は、子供や女性にとって
は採尿器に向けて的確に排尿することが困難であるという問題を有し、また、採尿器に、
被験者が排泄する尿が残ることで悪臭や汚れの原因ともなる。さらには、便器ボール内に
おいて被験者により採尿器が視認され、意匠性が低下するという問題があった。
【０００７】
　また、尿等の被検査溶液を所定の希釈液によって希釈した希釈混合溶液を対象として、
被検査溶液中の特定成分濃度を測定する場合、希釈混合溶液の特定成分濃度計測値及び希
釈混合溶液における被検査溶液の希釈率に基づいて、演算によって被検査溶液中の特定成
分濃度を求める方法もあった。
【０００８】
　その場合、この被検査溶液の希釈率を希釈混合溶液の被検査溶液と希釈液との混合比と
していたため、希釈混合溶液の被検査溶液と希釈液との混合状態が全体として均一でない
と被検査溶液の希釈率が不明となるため、得られる被検査溶液中の特定成分濃度も不正確
となる。
【０００９】
　一方、特許文献３に記載の尿成分濃度測定装置では、原尿が溜水に混入した後の混合溶
液を計測対象として、得られる混合溶液の尿成分濃度と原尿の希釈率とに基づいて原尿中
の尿成分濃度を算出するようにしているので、上述のような原尿と溜水との混合による原
尿の希釈率が不明となる問題は生じない。
【００１０】
　即ち、この尿成分濃度測定装置では、原尿の導電率は常に一定であるという仮定の下で
、計測して得られる混合溶液の導電率と、予め設定された混合溶液の導電率と原尿の希釈
率との関係を示すデータと、から混合溶液における原尿の希釈率を求め、混合溶液中の尿
成分濃度及び原尿の希釈率から最終的に原尿中の尿成分濃度を算出している。
【００１１】
　しかしながら、実際には被験者の体調や摂取する食物により原尿の導電率は大幅に変化
するためこの仮定は成立せず、混合溶液の導電率と原尿の希釈率との関係も一定しない。
したがってこの方法によって尿中の特定成分の濃度を正確に測定することは不可能であっ
た。
【００１２】
　そこで、本発明は、原尿が溜水に混入して希釈された後の希釈混合溶液を計測すること
によって、原尿中の特定成分の濃度を確実かつ高精度に測定することのできる尿成分濃度
測定装置、尿成分濃度測定装置を備えた便器装置、及び、希釈された被検査溶液を計測す
ることによって、被検査溶液中に含まれる特定成分の濃度を確実かつ高精度に測定するこ
とのできる溶液成分濃度測定方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、尿中に含まれる特定成分の濃度を
測定する尿成分濃度測定装置において、溜水を貯留し下水道に連通したボールを備え、被
験者の排泄する尿を前記ボールで受けて前記溜水とともに前記下水道に排出する便器と、
前記尿が排出される前の前記溜水に混入される基準物質と、前記溜水に前記基準物質を混
入することにより当該基準物質の濃度を所定濃度である尿混入前基準物質濃度とした測定
用溜水を、前記ボール内に供給する測定用溜水供給手段と、前記尿の混入後における前記
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測定用溜水である尿混入測定用溜水の前記基準物質の濃度である尿混入後基準物質濃度を
計測する尿混入後基準物質濃度計測手段と、前記尿混入測定用溜水中に含まれる前記特定
成分の濃度である溜水中成分濃度を計測する溜水中成分濃度計測手段と、前記尿混入前基
準物質濃度と、前記尿混入後基準物質濃度と、前記溜水中成分濃度とに基づいて、前記尿
中に含まれる前記特定成分の濃度を算出する尿中成分濃度算出手段と、を有し、前記尿混
入後基準物質濃度計測手段は、前記溜水中成分濃度計測手段が前記溜水中成分濃度を計測
する計測位置における前記尿混入測定用溜水を計測対象として、前記尿混入後基準物質濃
度を計測することを特徴とする。
【００１４】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記溜水中成分濃度計測手
段は、前記ボールの底部近傍を前記計測位置として計測を行なうことを特徴とする。
【００１５】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明において、前記ボールの底部に設けた
開口部を備え、前記開口部から前記ボールの底部近傍における前記尿混入測定用溜水の一
部を計測サンプルとして採取してその計測サンプルを前記ボール外に移送する計測サンプ
ル採取手段を有するとともに、前記ボール外に前記尿混入後基準物質濃度計測手段及び前
記溜水中成分濃度計測手段を配設し、前記計測サンプルを計測対象として、前記尿混入後
基準物質濃度計測手段による前記尿混入後基準物質濃度、及び前記溜水中成分濃度計測手
段による前記溜水中成分濃度の各計測を行なうことを特徴とする。
【００１６】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の発明において、前記開口部が前記ボールの
底部に設けた便器洗浄水吐水口であることを特徴とする。
【００１７】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか１項に記載の発明において、前記尿
混入測定用溜水中における前記尿の混合状態が、所定の混合状態に達したか否かを判断す
る尿混合状態判断手段を有し、前記尿混合状態判断手段が前記所定の混合状態に達したと
判断したときに、前記尿混入後基準物質濃度計測手段による前記尿混入後基準物質濃度、
及び前記溜水中成分濃度計測手段による前記溜水中成分濃度の各計測を開始することを特
徴とする。
【００１８】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の発明において、前記尿混合状態判断手段は
、前記測定用溜水への前記尿の混入を検知する尿混入検知手段と、前記尿混入検知手段に
より前記尿の混入が検知されてからの経過時間を計時する経過時間計測手段と、を有し、
前記経過時間計測手段により計時される前記経過時間が所定時間以上経過したときに、前
記所定の混合状態に達したと判断することを特徴とする。
【００１９】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれか１項に記載の発明において、前記測
定用溜水の量を減らすための溜水減量手段を設けたことを特徴とする。
【００２０】
　請求項８に記載の発明は、請求項１～７のいずれか１項に記載の発明において、前記尿
混入前基準物質濃度及び前記尿混入後基準物質濃度は、吸光度、又は蛍光強度から算出さ
れる濃度であることを特徴とする。
【００２１】
　請求項９に記載の発明は、請求項１～８のいずれか１項に記載の発明において、前記測
定用溜水供給手段は、所定の給水源から前記ボール内へ前記溜水となる水を供給する給水
手段と、前記給水手段により供給される水に前記基準物質を混入する基準物質混入手段と
、を有し、前記基準物質混入手段は、前記基準物質の濃度が前記尿混入前基準物質濃度と
なる量の前記基準物質を前記水に混入することを特徴とする。
【００２２】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１～９のいずれか１項に記載の発明において、前記
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特定成分は、糖やタンパク等の尿中に漏出する被験者の生体情報を反映する成分であるこ
とを特徴とする。
【００２３】
　請求項１１に記載の発明は、請求項１～１０のいずれか一項に記載の尿成分濃度測定装
置を備えた便器装置である。
【００２４】
　請求項１２に記載の発明は、被検査溶液中に含まれる特定成分の濃度を測定する溶液成
分濃度測定方法において、所定の液体に基準物質を混入し当該基準物質の濃度を所定の濃
度である混入前基準物質濃度とした測定用溶液を準備し、前記測定用溶液に前記被検査溶
液を混入して測定用混合溶液を作り、前記測定用混合溶液中の任意の位置に含まれる前記
特定成分の濃度である混合溶液成分濃度を計測すると共に、前記測定用混合溶液の前記基
準物質の濃度である混合後基準物質濃度も併せて計測し、前記混合前基準物質濃度と、前
記混合後基準物質濃度と、前記混合溶液成分濃度とに基いて前記被検査溶液中に含まれる
前記特定成分の濃度を算出することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　請求項１に記載の発明によれば、希釈混合溶液である尿混入定用溜水中の特定成分の濃
度の計測を行なう位置における基準物質の濃度変化を計測し、その計測した基準物質の濃
度変化から得られる原尿の希釈率を用いて原尿中に含まれる特定成分の濃度を算出するこ
とになるので、測定用溜水と原尿とが混合した尿混入定用溜水の混合状態に依らずに、原
尿中に含まれる特定成分の濃度を正確に演算できる。
【００２６】
　従って、測定用溜水と原尿との混合が不均一となる可能性のあるボール内の尿混入定用
溜水を計測対象として、任意の位置で計測を行なっても高精度な原尿中の特定成分濃度の
測定結果を確実に得ることが可能となる。
【００２７】
　このため、測定する場合に開口部が大きく且つ溜水がある状態の便器のボールを採尿容
器として利用できるため、女性や子供でも容易に採尿することが可能となり、測定対象と
する被験者の範囲を広げても測定の確実性を確保することができる。また、便器を使用す
ることから、測定後の排尿の処理も便器の洗浄機能を利用して行なえるため、清潔な測定
環境を容易に維持できる。
【００２８】
　請求項２に記載の発明によれば、溜水中成分濃度計測手段は、色々な排尿環境において
も溜水よりも比重の大きい原尿が滞留し易く、相対的に尿混入割合の高い部分となる可能
性の高いボールの底部近傍の尿混入測定用溜水を計測対象とすることになるため、排泄さ
れる尿の溜水に対する投入位置や排泄される尿量が異なる任意の被験者に対してより確実
かつ高精度な測定結果を得ることが可能となる。
【００２９】
　請求項３に記載の発明によれば、繊細な環境を必要とする尿混入後基準物質濃度計測手
段及び前記溜水中成分濃度計測手段にとって適切な環境となる装置構成を設計することが
容易となるため、尿成分濃度測定装置としての信頼度が向上する。
【００３０】
　請求項４に記載の発明によれば、既存の便器部に設けられた構成を利用することになる
ため、尿成分濃度測定装置として計測サンプルを採取するときに、誤ってボール内の異物
も一緒に吸引することによって開口部が閉塞することがあっても、本来、便器洗浄水吐水
口として使用されるものであるため、使用後に行なわれる便器洗浄動作よって、吐水され
る洗浄水の勢いで異物の除去ができる。これにより、装置の測定環境を正常な状態に維持
することが容易となり、装置の信頼性を向上できる。
【００３１】
　請求項５に記載の発明によれば、尿混入測定用溜水中における尿の混合状態が予め決め
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られた混合状態となったことを尿混合状態判断手段で確認するので、複数の被験者の間で
尿の混入状態に個人差がある場合であっても、各々の測定毎に、計測に必要な混合状態と
なった計測開始時期を確実に設定出来るため、任意の被験者に対してより確実かつ高精度
な測定結果を得ることが可能となる。
【００３２】
　請求項６に記載の発明によれば、計測に必要な量の原尿が尿混入測定用溜水中に混合し
たことの判断を管理の容易な経過時間で行なうため装置の構成を簡単にすることができる
。
【００３３】
　請求項７に記載の発明によれば、尿の混入前における測定用溜水の量を減らすことで、
測定用溜水の量に対する相対的な尿の量を増加させ、ボールの底部近傍の尿混入測定用溜
水中における原尿の濃度を計測に必要な濃度範囲内とすることができるため、確実かつ高
精度な測定結果を得ることが可能である。
【００３４】
　請求項８に記載の発明によれば、測定用溜水に含まれる基準物質の、尿混入前後におけ
る物性値を計測することによって基準物質の濃度を正確に計測することができるので、確
実かつ高精度な測定結果を得ることが可能である。
【００３５】
　請求項９に記載の発明によれば、基準物質を混入した水溶液を測定用溜水として予め作
成して保管するための設備を別途用意する必要がなくなる。
【００３６】
　請求項１０に記載の発明によれば、糖尿病などに代表される生活習慣病と密接に関連し
た成分を測定対象とすることにより、自覚症状のないまま緩やかに進行していく生活習慣
病に関する健康チェックに、尿成分濃度測定装置を有意義に活用することが可能となる。
【００３７】
　請求項１１に記載の発明によれば、尿成分濃度測定装置が便器装置に一体的に組み付け
られているので、取付け現場での施工が配水・配管接続が便器装置だけとなり簡単になる
。
【００３８】
　請求項１２に記載の発明によれば、尿以外の被検査溶液、例えば、人間の血液や汗など
に含まれる特定成分の濃度を確実かつ高精度に測定することを実現する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　本発明を実施する形態について以下で詳細に説明するが、その前に、特定成分を含んだ
被検査溶液を希釈液で希釈した希釈混合溶液を用いて測定を行なう場合に適用可能な、本
発明の特定成分濃度の測定原理について以下で説明する。
【００４０】
　ここで、原理説明の便宜上、前記特定成分を測定物質、前記希釈液を溶液Ａ、前記被検
査溶液を溶液Ｂとする。そして、この溶液Ａと溶液Ｂとが混合されて測定物質が希釈され
た前記希釈混合溶液を混合溶液（Ａ＋Ｂ）とする。
【００４１】
　この混合溶液（Ａ＋Ｂ）中の任意の位置において、混合によって溶液Ａが希釈された割
合を溶液Ａの希釈率Ｄａとし、逆に、被検査溶液である溶液Ｂが希釈された割合を溶液Ｂ
の希釈率Ｄｂとし、以下の式のように定義する。即ち、
　　Ｄａ＝溶液Ａの量／混合溶液（Ａ＋Ｂ）の量、
　　Ｄｂ＝溶液Ｂの量／混合溶液（Ａ＋Ｂ）の量　　・・・（式１）
　一方、この希釈率Ｄｂはまた、その位置の溶液Ｂ中に含まれる前記測定物質の濃度がＱ

０、混合溶液（Ａ＋Ｂ）中の測定物質の濃度がＱ１であったとすると、以下の［式２］で
表される。
【００４２】
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　　Ｄｂ＝Ｑ１／Ｑ０　　・・・（式２）
　従って、溶液Ｂ中の測定物質の濃度Ｑ０は、［式１］及び［式２］から導かれる以下の
［式３］で表されることとなる。
【００４３】
　　Ｑ０＝Ｑ１／Ｄｂ　　・・・（式３）
　即ち、濃度測定の目的である溶液Ｂ中の測定物質濃度Ｑ０は、混合溶液（Ａ＋Ｂ）にお
ける測定物質濃度Ｑ１と溶液Ｂの希釈率Ｄｂとから求められることとなる。
【００４４】
　そこで、従来においてもこの［式３］の関係を利用して、被検査溶液中の測定物質濃度
Ｑ０を、被検査溶液を希釈溶液で希釈した希釈混合測定溶液の測定物質濃度Ｑ１を計測す
ることによって求める希釈溶液測定法が用いられていた。
【００４５】
　しかしながら、その場合は、事前に分かる希釈混合測定溶液全体での被検査溶液と希釈
溶液との混合割合（以下、この希釈混合測定溶液全体としての両液の混合割合を「混合比
」と呼ぶ）をこの希釈率Ｄｂと見做して［式３］を適用していた。
【００４６】
　そのため、従来の方法では、この混合比が希釈率Ｄｂと見做せること、即ち、希釈混合
測定溶液全体が均一な混合状態となっていることが正確な測定の大前提となっていた。従
って、希釈混合測定溶液が均一な混合状態となっていない場合は、希釈混合測定溶液中の
任意の地点での希釈率はこの混合比とは限らなくなり、この混合比を［式３］の希釈率Ｄ
ｂと見做すことは測定誤差を生じることとなるため、均一な混合状態にする何らかの手段
を講じる必要があった。
【００４７】
　そこで、本発明においては、混合溶液（Ａ＋Ｂ）における実際に測定物質濃度の計測を
行なう位置の希釈率Ｄｂを、混合溶液（Ａ＋Ｂ）における測定物質濃度Ｑ１と併せて計測
をして求める構成とすることによって、混合溶液（Ａ＋Ｂ）の混合状態に依らずに正確に
溶液Ｂ中の測定物質の濃度Ｑ０を測定することができるようにしている。
【００４８】
　具体的には、混合溶液（Ａ＋Ｂ）中の測定物質濃度の計測を行なう位置を位置Ｘとした
場合、その位置Ｘにおける希釈率Ｄｂと希釈率Ｄａとを以下、それぞれ希釈率Ｄａｘ、希
釈率Ｄｂｘとすると、両者は同一位置のものであるため、両者の間には以下の［式４］で
表される関係が常に成立する。
【００４９】
　　Ｄｂｘ＝１－Ｄａｘ　　・・・（式４）
　即ち、混合溶液（Ａ＋Ｂ）中の任意の位置Ｘにおける希釈率Ｄｂｘは、その位置での溶
液Ａの希釈率Ｄａｘが判れば求められることとなる。そしてその場合は、［式３］はこの
［式４］を適用すると、以下の［式５］で表されることとなる。
【００５０】
　　Ｑ０＝Ｑ１／（１－Ｄａｘ）　　・・・（式５）
　即ち、測定の目的とする溶液Ｂ中の測定物質の濃度Ｑ０は、混合溶液（Ａ＋Ｂ）におけ
る測定物質濃度Ｑ１とその位置における溶液Ａの希釈率Ｄａｘとが判れば求められること
となる。
【００５１】
　ここで、希釈混合によるこの希釈率Ｄａｘは、溶液Ａと溶液Ｂとの混合前後の溶液Ａに
含まれる測定物質の濃度の比でもあるため、本発明においてはこのことに着目して、この
濃度の目印となる物質を予め溶液Ａに混入させておき、溶液Ａと溶液Ｂとの混合前後のこ
の物質の濃度変化からこの希釈率Ｄａｘを求めることとしている。以下、この物質を標的
物質と呼び、希釈率Ｄａｘの算出原理を説明する。
【００５２】
　ここで、溶液Ｂとの混合前の溶液Ａにおける前記標的物質の濃度を混合前標的物質濃度
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Ｍａ、溶液Ｂとの混合後の混合溶液（Ａ＋Ｂ）中の前記測定物質濃度Ｑ１を計測した位置
Ｘにおける標的物質濃度を混合後標的物質濃度Ｍｂｘとすると、前記の希釈率Ｄａｘは以
下の［式６］で表わされる。
【００５３】
　　Ｄａｘ＝Ｍｂｘ／Ｍａ　　・・・（式６）
　従って、この［式６］の関係より、目的とする溶液Ｂの測定物質濃度Ｑ０を求める［式
５］はさらに以下の［式７］で表されることとなる。
【００５４】
　　Ｑ０＝Ｑ１／（１－Ｍａｘ／Ｍａ）　　・・・（式７）
　即ち、混合前の溶液Ｂの測定物質濃度Ｑ０は、混合前の溶液Ａの標的物質濃度Ｍａ、混
合後の混合溶液（Ａ＋Ｂ）中の任意の位置Ｘにおける測定物質濃度Ｑ１及び標的物質濃度
Ｍａｘとが判れば、求められることとなる。
【００５５】
　即ち、予め混合前の溶液Ａ中に所定の標的物質を均一な所定濃度Ｍａとなるように混入
させておき、混合後の混合溶液（Ａ＋Ｂ）における測定物質濃度Ｑ１の計測時に、同じ位
置Ｘで併せてこの標的物質の濃度Ｍａｘの計測も行ない、その位置Ｘにおける希釈率Ｄａ
ｘを正確に算出することによって、最終的に溶液Ｂ中の測定物質の濃度Ｑ０を正確に算出
することが可能となる。
【００５６】
　以上のことより、本発明の尿成分濃度測定装置においては、前述した溶液Ａを測定用溜
水、溶液Ｂを被験者の排泄する尿（原尿）、溶液（Ａ＋Ｂ）を尿混入測定用溜水、標的物
質を基準物質、測定物質を尿中の特定成分とした構成とし、測定用溜水の基準物質濃度並
びに任意の位置の尿混入測定用溜水の特定成分濃度及び基準物質濃度を計測して、目的と
する尿中の特定成分濃度を求めている。
【００５７】
　また、本発明の溶液成分濃度測定方法においては、前述した溶液Ａを測定用溶液、溶液
Ｂを被検査溶液、溶液（Ａ＋Ｂ）を測定用混合溶液、標的物質を基準物質、測定物質を特
定成分、とした構成とし、測定用溶液の基準物質濃度並びに測定用混合溶液の特定成分濃
度及び基準物質濃度を求めて、目的とする被検査溶液中の特定成分濃度を得ている。
【００５８】
　なお、本発明において使用する前記基準物質濃度や前記特定成分濃度は、計測対象の溶
液の濃度を直接計測して得られるものだけでなく、濃度との関連性が既知な所定の物性値
を濃度の代用特性として計測して濃度を求める場合も含まれる。
【００５９】
　即ち、一般に、溶液中のある物質の物質濃度Ｑとその物質の物性Ｓとが下記する［式８
］で示すような既知の相関関係にあれば、計測して得られる物性値Ｓｘから濃度値Ｑｘが
求められる。従って、本発明においても物質濃度Ｑの代用特性としてその物性Ｓを計測す
ることも採用することが出来る。なおこの点の詳細説明は、後述する実施形態の説明にお
いて行なう。
【００６０】
　　Ｑ＝ｆ（ｓ）　　・・・（式８）
　但し、関数ｆ（ｓ）は既知の関数。
【００６１】
　以上が本発明の測定原理の詳細であるが、次に、本発明の好ましい実施形態の詳細につ
いて以下に説明する。
【００６２】
　本発明に係わる尿成分濃度測定装置は、尿中に含まれる特定成分の濃度を測定する尿成
分濃度測定装置において、溜水を貯留し下水道に連通したボールを備え、被験者の排泄す
る尿を前記ボールで受けて前記溜水とともに前記下水道に排出する便器と、前記尿が排出
される前の前記溜水に混入される基準物質と、前記溜水に前記基準物質を混入することに
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より当該基準物質の濃度を所定濃度である尿混入前基準物質濃度とした測定用溜水を、前
記ボール内に供給する測定用溜水供給手段と、前記尿の混入後における前記測定用溜水で
ある尿混入測定用溜水の前記基準物質の濃度である尿混入後基準物質濃度を計測する尿混
入後基準物質濃度計測手段と、前記尿混入測定用溜水中に含まれる前記特定成分の濃度で
ある溜水中成分濃度を計測する溜水中成分濃度計測手段と、前記尿混入前基準物質濃度と
、前記尿混入後基準物質濃度と、前記溜水中成分濃度とに基づいて、前記尿中に含まれる
前記特定成分の濃度を算出する尿中成分濃度算出手段と、を有し、前記尿混入後基準物質
濃度計測手段は、前記溜水中成分濃度計測手段が前記溜水中成分濃度を計測する計測位置
における前記尿混入測定用溜水を計測対象として、前記尿混入後基準物質濃度を計測する
ことを特徴とする。
【００６３】
　すなわち、便器のボール内に貯留される溜水を、基準物質を予め混入し、その基準物質
の濃度が所定濃度である尿混入前基準物質濃度とした測定用溜水とし、この測定用溜水に
尿が混入した尿混入測定用溜水における尿中成分濃度を計測するとともに、その尿中成分
濃度の計測位置における原尿の希釈率に対応する基準物質濃度の変化量に基づいて、原尿
に含まれる特定成分の濃度を求めるようにしている。
【００６４】
　従って、本発明において基準物質の濃度である所定濃度とは、尿混入前の測定用溜水の
基準物質の濃度が均一な濃度となっていれば良く、特定の濃度である必要はない。即ち、
後述するように尿混入前後の測定用溜水における基準物質濃度が、尿混入後基準物質濃度
計測手段が計測可能な濃度範囲となる濃度範囲内の任意の濃度であればよい。
【００６５】
　また、測定時の便器ボール内の測定用溜水の量は、尿混入後の特定成分濃度が溜水中成
分濃度計測手段の計測可能範囲内となる範囲で任意に設定可能である。即ち、使用する便
器の形式によって被験者の排尿により採尿容器である便器ボールから尿混入測定用溜水が
あふれて下水配管へ流失する現象が発生して溜水と尿との混合比が経時的に変化する場合
でも、尿混入後の特定成分濃度が溜水中成分濃度計測手段の計測可能範囲内であれば原尿
中に含まれる特定成分の濃度を正確に測定することが可能である。
【００６６】
　また、本発明に係わる尿成分濃度測定装置では、前記溜水中成分濃度計測手段は、前記
ボールの底部近傍の前記尿混入測定用溜水を計測対象とするが、このボールの底部近傍と
は、ボールの垂直断面においてのボール底部に接した位置近傍で溜水よりも比重の大きい
原尿が滞留し易い場所であれば良い。
【００６７】
　また、本発明に係わる尿成分濃度測定装置では、尿混入測定用溜水の一部をボール外に
移送する計測サンプル採取手段は、計測サンプルを採取してボール外に移送することが可
能な構成であれば良いため、吸入口を設けて吸引する方式やその他の任意の方式を採用可
能である。
【００６８】
　例えば、ボール底部近傍で小型の採取容器に計測に必要な量の計測サンプルを採取した
後、採取容器ごとボール外に移動させるような構成とすることも可能である。その場合は
、計測サンプルを採取した採取容器を密閉して移送する構成とすれば、移送経路において
計測サンプルに異物が混入する問題がなくなる。このため、移送経路で異物の混入が心配
される特定成分を本装置の測定対象とする場合であっても、より高精度の濃度測定が可能
となる。
【００６９】
　なお、計測サンプル採取手段は、ボールの底部に設けた便器洗浄水吐水口を、尿混入測
定用溜水の採取用の開口部としてもよい。便器洗浄水吐水口としては、便器部に設けられ
たゼット吐水ノズルのゼット孔を採用することができる。
【００７０】
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　ここで、測定用溜水に対する放尿位置や放尿量には、一般に被験者間の個人差があるた
め、排泄された尿（原尿）がボール内の測定用溜水に混入したとしても、、混入後の尿混
入測定用流水中における尿の混合状態は時間的にも位置的にも一様ではなく、従って、溜
水中成分濃度計測手段の計測位置における尿混入測定用溜水中に含まれる特定成分の濃度
は、各手段における計測に必要な濃度範囲に達していない可能性がある。
【００７１】
　そこで、本発明に係わる尿成分濃度測定装置では、尿混入測定用溜水中における尿の混
合状態が、所定の混合状態に達したか否かを判断する尿混合状態判断手段を有し、尿混合
状態判断手段が所定の混合状態に達したと判断したときに、尿混入後濃度計測手段による
尿混入後基準物質濃度、及び溜水中成分濃度計測手段による溜水中成分濃度の各計測を開
始するようにしても良い。
【００７２】
　なお、所定の混合状態としては、尿混入後物性値計測手段による尿混入後基準物質濃度
、及び溜水中成分濃度計測手段による溜水中成分濃度の計測が可能な濃度範囲に、尿が尿
混入測定用溜水中に混合している状態を言う。
【００７３】
　また、本発明に係わる尿成分濃度測定装置では、尿混合状態判断手段は、測定用溜水へ
の尿の混入を検知する尿混入検知手段と、尿混入検知手段により尿の混入が検知されてか
らの経過時間を計時する経過時間計測手段と、を有し、経過時間計測手段により計時され
る経過時間が所定時間以上経過したときに、尿混入測定用溜水中の原尿の混合状態が所定
の混合状態に達したと判断するようにしても良い。
【００７４】
　なお、この所定時間としては、測定用溜水へ原尿が混入してから、溜水中成分濃度計測
手段による計測が可能な程度に尿混入測定用溜水中で原尿が拡散するまでに必要な時間を
予め求め、その時間以上の適宜な時間を選択すれば良い。
【００７５】
　ここで、一般に被験者が男性である場合には、便座に着座した状態で排尿するよりも立
位で排尿する方が、測定用溜水に対して高い位置からの尿の入射となり、入射時における
尿の流速が大きく、そのため、尿混入測定用溜水中において尿が拡散し易くなる。したが
って、ボールの底部近傍に滞留する尿量が減少しボールの底部近傍の尿混入測定用溜水中
に含まれる尿濃度が相対的に高くならない場合がある。また、もともと被験者が排泄する
尿の量が少ない場合も想定される。かかる場合に、ボールの底部近傍の尿混入測定用溜水
を溜水中成分濃度計測手段の計測対象としても、該計測対象中の特定成分濃度が溜水中成
分濃度計測に必要な最低限の濃度以上となるだけの量の原尿が含まれない可能性がある。
【００７６】
　そこで、本発明に係わる尿成分濃度測定装置においては、測定用溜水の量を減らすため
の溜水減量手段を設けて、溜水減量手段により測定用溜水の量を減らすことにより、測定
用溜水の量に対する尿量を相対的に増加させるようにしても良い。
【００７７】
　溜水減量手段としては、便器部に設けられたゼット吐水ノズルを用いることができる。
この場合、被験者の排泄する尿が測定用溜水に混入する前に、ゼット吐水ノズルから洗浄
水を噴射するとよい。即ち、ゼット吐水ノズルから噴射された洗浄水は、ボールに貯留す
る測定用溜水を押し出してボール外に排出する。これにより、満水水位と所定の水位との
間における測定用溜水の分だけ、測定用溜水の量が減少する。
【００７８】
　また、測定用溜水の量を減少させた後における測定用溜水の水位は、ボールの満水水位
から下水管との連通を遮断する最低水位である封水水位を下回らないような所定の水位と
するとよい。これにより、測定時に下水管からの汚臭の逆流を防止することが出来る。
【００７９】
　このように、溜水減量手段により測定用溜水の量を減らすことにより、例えば、溜水中
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成分濃度計測手段の計測位置をボールの底部近傍とした場合は、計測位置における特定成
分の濃度が高まるだけでなく、尿が測定用溜水に着水する位置とボール底部との距離が小
さくなり測定用溜水中を拡散する尿がボールの底部近傍に到達し易くなる。このため、ボ
ールの底部近傍における特定成分の濃度は、より短時間で溜水中成分濃度計測手段により
計測可能な特定成分の濃度となる。その結果、測定に要する時間をより短時間とすること
が可能となる。
【００８０】
　ここで、本発明に係わる尿成分濃度測定装置における測定用溜水の基準物質濃度は、基
準物質として採用する物質がその濃度に対応した関係を示す物性値を計測する方法によっ
て求めるようにしても良い。その場合、本発明に係わる尿成分濃度測定装置において適用
できる物性値としては、測定用溜水中の基準物質と原尿とを識別することが可能な物性値
であれば良い。その場合、溜水に混入される基準物質としては、原尿と接触しても化学反
応を生起せず、基準物質の物性値変化を、原尿の混入による影響を受けずに計測できる物
質であれば、いかなる物質を採用しても良い。
【００８１】
　従って、本発明に係わる尿成分濃度測定装置において適用できる物性値としては、例え
ば、吸光度や蛍光強度が採用出来る。そして、物性値として吸光度を選択する場合は、基
準物質として尿の吸光特性とは異なる波長帯に吸光特性を持つ物質を用いることができる
。これにより、測定用溜水中に含まれる基準物質の排尿前後の吸光度を、尿の混入に影響
されずに計測することができ、その結果、原尿の特定成分の濃度を算出することができる
。
【００８２】
　さらに、この計測する物性値として吸光度を選択する場合においては、尿混入前濃度計
測手段及び尿混入後濃度計測手段を、ガラス等の透明材料からなるサンプルセル中に尿混
入前後の測定用溜水を充填し、この測定用溜水に所定の光源から平行光を照射することに
より、測定用溜水の吸光度を計測する吸光度計等とすることができる。
【００８３】
　この場合、吸光度を計測する基準物質として、例えば、メチレンブルーを選択すること
ができる。このメチレンブルーは吸光度の波長帯が、原尿の波長帯と異なっているため測
定用溜水中において原尿と識別することが可能となり、測定用溜水中に含まれる基準物質
の、尿混入前後における吸光度の変化を正確に計測することができる。
【００８４】
　ここで、本発明に係わる尿成分濃度測定装置において適用できる物性値としては、吸光
度や蛍光強度の他に、基準物質と原尿との計測値に顕著な差異がある場合には、例えば、
導電率、比重、浸透圧、屈折率等であっても良い。この場合、前述の吸光度計に代えて、
それぞれの物性値を計測する装置を用いることができる。
【００８５】
　また、本発明に係わる尿成分濃度測定装置における測定用溜水供給手段は、所定の水源
から前記ボール内に水を供給する給水手段と、前記給水手段により供給される水に前記基
準物質を混入する基準物質混入手段と、を有する構成として、前記基準物質混入手段は、
前記基準物質の濃度が尿混入前基準物質濃度となる量の前記基準物質を前記水に混入する
ようにしても良い。
【００８６】
　このようにすることによって、測定用溜水供給手段が前記ボール内に測定用溜水を供給
する前に、基準物質の濃度が均一である測定用溜水を作成することができる。
【００８７】
　また、本発明に係わる尿成分濃度測定装置における基準物質混入手段は、基準物質を貯
留する基準物質貯留タンクと、基準物質貯留タンク内の基準物質を、強制的に圧送するポ
ンプとから構成することができ、前記給水手段を構成する給水管路に対して、このポンプ
によって基準物質貯留タンク内の基準物質を供給し混入することにより、便器のボール内
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に供給される溜水が基準物質の濃度が均一である測定用溜水となるようにしても良い。
【００８８】
　このようにすると、便器のボール内に流れ込むまでの給水管路内における道程で、管路
曲がり等の流水に対する攪拌作用により、溜水と基準物質とが均一に混合されるため、溜
水と基準物質とを均一に混合するための攪拌手段等を別途設ける必要がなくなり、装置の
構成を簡素化することが可能となる。
【００８９】
　この場合、例えば、この給水管路の終端をリム吐水ノズルとすれば、リム吐水ノズルか
ら吐水された基準物質混じりの水は、ボールの上部から下部に向って螺旋状に流下し、こ
の螺旋状の流れにより水と基準物質とがさらに混合されて、基準物質濃度変化量の計測に
必要な均一の混合状態の測定用溜水となる。
【００９０】
　また、本発明に係わる尿成分濃度測定装置によって測定される特定成分として、糖やタ
ンパク等の尿中に漏出する被験者の生体情報を反映する成分を測定する場合、例えば、特
定成分として糖の濃度を計測する場合は、溜水中成分濃度計測手段は、既存の検出原理に
てグルコース濃度を計測する濃度計とすることができる。さらに、尿成分濃度測定装置の
給電や給水関係の接続部を便器装置と共通化した構成とすれば、通常の便器装置の設置工
事で兼ねることとなるため、便器装置を据付けるだけで尿成分濃度測定装置の施工が完了
することとなり、取付け現場での取付け施工も簡単となる。
【００９１】
　また、尿成分濃度測定装置は、排泄行為で通常使用する便器部とは別に設けた筐体内に
収納配設し、便器部と配管や配線を介して接続することによって便器部が備えた給水手段
等の便器機能を利用する構成とすることもできるが、この構成の他、便器部自体を収納筐
体として使用して、尿成分濃度測定装置を一体的に収納した構成の便器装置とすることも
可能である。このようにすれば、意匠性を向上することができ、設置するトイレ内をすっ
きりとすることも可能であり、また、便器装置と一体に取り扱うことができるため、物流
上の管理も容易となる。
【００９２】
　また、本発明に係る尿成分濃度測定装置においては、原尿中に含まれる特定成分の濃度
を測定していたが、本発明は、尿以外の溶液、例えば、人間の血液や汗などの成分分析に
適用しても良い。
【００９３】
　かかる場合には本発明は、被検査溶液中に含まれる特定成分の濃度を測定する溶液成分
濃度測定方法において、所定の液体に基準物質を混入し当該基準物質の濃度を所定の濃度
である混入前基準物質濃度とした測定用溶液を準備し、前記測定用溶液に前記被検査溶液
を混入して測定用混合溶液を作り、前記測定用混合溶液中の任意の位置に含まれる前記特
定成分の濃度である混合溶液成分濃度を計測すると共に、前記測定用混合溶液の前記基準
物質の濃度である混合後基準物質濃度も併せて計測し、前記混合前基準物質濃度と、前記
混合後基準物質濃度と、前記混合溶液成分濃度とに基いて前記被検査溶液中に含まれる前
記特定成分の濃度を算出することを特徴とするものである。
【００９４】
　ここで、本発明に係る溶液成分濃度測定方法においては、被検査溶液としてはこれらの
人間の血液や汗以外にも唾液など溶液状であれば、混入する基準物質や測定用溶液を適宜
選定することによって、被検査溶液に含まれる特定成分の濃度を確実かつ高精度に測定す
ることを実現することができる。
【００９５】
　さらには、固体状の物質に含まれる成分であっても、この物質を混入させる適宜な溶液
を選択することによって溶液化して被検査溶液とすることが可能である場合には、本発明
に係る溶液成分濃度測定方法を適用してその物質に含まれる特定成分の濃度を確実かつ高
精度に測定することが可能である。尚、この場合であっても、混入前基準物質濃度、混入
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後基準物質濃度、及び混合溶液成分濃度の代用特性として、対応する溶液中の物質が示す
夫々の物性値を計測する構成とすることができる。
【００９６】
　［１．第１実施形態］
　［１．１　全体構成］
　以下に、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００９７】
　図１～図４に本発明を適用した第１実施形態に係る尿成分濃度測定装置を備えた便器装
置の概略を示す。
【００９８】
　図１は、尿成分濃度測定装置を備えた便器装置全体の外観を示した概略図、図２は、便
器装置が備える便器部の側断面図、図３は、便器装置の全体構成及びその電気的構成を示
す模式的説明図、図４は、図２に示す便器部が備えるゼット吐水ノズルの部分拡大断面図
である。なお、図３において、電気的信号の流れは破線で示し、水、尿等の物質の流れは
実線で示すものとする。
【００９９】
　図１に示すように、便器装置１は、任意の形式の従来型の便器部２と、便器部２の後方
に配設され後述で詳説する尿成分濃度測定装置５の一部を内部に収納する背面キャビネッ
ト３と、トイレ空間の所定の位置に配設された、尿成分濃度測定装置５の操作・表示部４
とを有している。
【０１００】
　［１．２．便器部の構成］
　便器部２は、既存のサイホンゼット式洋式便器であり、図１及び図２に示すように、便
器本体２ａの上面開口部に開閉自在に配設された便座６と、この便座６の上に同じく開閉
自在に配設された便蓋７と、を具備している。なお、図２では便座６及び便蓋７の記載を
省略している。また、便器本体２ａの後部には、機能部ケーシング８が載置されており、
この機能部ケーシング８内には、後述する給水弁２２や水路切替弁２４など便器洗浄水の
給排水機能を担う洗浄部２０（図３参照）と、図示しない局部洗浄装置とを収納配設して
いる。
【０１０１】
　便器本体２ａの内部は、隔壁１０ａによりボール１０とトラップ部１４とに区画されて
おり、ボール１０の上部周縁にはリム部１１が形成され、このリム部１１のやや後方側に
は、図示しない水源に連通するリム吐水ノズル１２を配設している。
【０１０２】
　また、トラップ部１４は、ボール１０の後下部に形成したトラップ流入口１４ａと、便
器部２の下面に開口したトラップ排水口１４ｂとを連絡するように略逆Ｕ字状に形成され
ている。
【０１０３】
　また、ボール１０の底部１０ｃには、トラップ流入口１４ａに向けて洗浄水を噴射する
ゼット吐水ノズル１６が、トラップ流入口１４ａと対向するように設けられている。この
ゼット吐水ノズル１６の先端部には、ボール１０の底部からトラップ流入口１４ａに向け
て洗浄水を噴射し、トラップ部１４内にてサイホン現象を誘発する便器洗浄水吐水口とし
てのゼット孔１６ａを開口している。
【０１０４】
　機能部ケーシング８の内部には、図３に示すように、洗浄部２０が収納されており、こ
の洗浄部２０は、所定の水源に直結し該水源の給水圧を利用することにより給水を行う給
水弁２２と、この給水弁２２に配管Ｒ１を介して連通連結され給水弁２２から供給された
洗浄水を、流路を切り替えて供給可能なソレノイド式の水路切替弁２４と、水路切替弁２
４に電気的に接続されこの水路切替弁２４の開閉を制御する等、便器部２全体の動作を制
御する便器制御部２１と、を有している。また、水路切替弁２４は、配管Ｒ２及び配管Ｒ



(15) JP 5003552 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

３を介してそれぞれリム吐水ノズル１２及びゼット吐水ノズル１６に連通連結されている
。便器制御部２１は、後述する尿成分濃度測定装置５の制御部４０と電気的に接続されて
おり、制御部４０との間で各種データの送受信を行うようになっている。
【０１０５】
　かかる構成により、便器本体２ａ内に設けた洗浄スイッチ（図示せず）を押下するなど
して汚物洗浄処理を実行すると、便器制御部２１は、水路切替弁２４を開放する制御信号
を出力し、水源と配管Ｒ２側とを連通させ、水をリム吐水ノズル１２に供給する。水源か
らの水はこのリム吐水ノズル１２からボール１０（図２参照）内に洗浄水として吐水され
、ボール１０内の内壁を旋回しながら洗浄を開始する。
【０１０６】
　所定時間経過すると、便器制御部２１は、配管Ｒ２から配管Ｒ３へ流路を切替える制御
信号を水路切替弁２４に出力する。これにより、水源からの水は配管Ｒ２へは流れずに配
管Ｒ３へ流れ込み、ゼット吐水ノズル１６のゼット孔１６ａからトラップ流入口１４ａ（
図２参照）に向って洗浄水として噴射されトラップ部１４内にサイホン現象を生起させ、
汚物をトラップ排水口１４ｂ（図２参照）へと流出させるゼット洗浄が行われる。
【０１０７】
　ゼット洗浄の開始から所定時間が経過すると、便器制御部２１は、水路切替弁２４に制
御信号を出力して流路を再び配管Ｒ３から配管Ｒ２へ切替える。これにより、水源からの
水は洗浄水として再びリム吐水ノズル１２に供給され、ボール１０内に溜水１８（図２参
照）を形成し便器本体２ａのボール１０を水封する。このとき、便器制御部２１、水路切
替弁２４、及び給水弁２２を備える洗浄部２０は、ボール１０内に貯留される溜水１８と
なる水を供給する給水手段として機能する。なお、本実施形態では、洗浄部２０を便器部
２の機能部ケーシング８内に設けたが、この洗浄部２０を尿成分濃度測定装置５に設けて
背面キャビネット３内に収納配設しても良い。
【０１０８】
　［１．３　尿成分濃度測定装置の構成］
　次に、本実施形態の特徴的な構成である尿成分濃度測定装置５の構成について具体的に
説明する。本実施形態に係る尿成分濃度測定装置５は、被験者が排泄した尿、即ち、原尿
を採取して原尿中に含まれる特定成分としての糖の濃度を測定するものであり、上述した
ように、既存の便器部２と共に便器装置１に組み込まれている。
【０１０９】
　そして、尿成分濃度測定装置５は、前述した測定原理に関する説明における、基準物質
をメチレンブルー液、測定物質を尿（原尿）の特定成分の一つである糖(尿糖)、測定用溶
液を測定用溜水、被検査溶液を被験者の排泄する尿（原尿）、測定用混合溶液を尿混入測
定用溜水、とした構成としている。また、本実施形態では基準物質の濃度の代用特性とし
て物性値の一つである吸光度を計測している。
【０１１０】
　また、尿成分濃度測定装置５は、尿混入測定用溜水の特定成分の濃度である溜水成分濃
度の計測を、所定位置として予め決められたボール１０の底部近傍位置で採取した尿混入
測定用溜水の一部を計測対象として実施する構成としている。従って、まず、ボール１０
の底部近傍を計測する所定位置とした理由について、以下に説明する。
【０１１１】
　尿成分濃度測定装置５において、尿混入後基準物質濃度計測手段として用いる吸光度計
や、溜水中成分濃度計測手段として用いる糖濃度計などの計測機器は、その計測精度を保
障できる濃度範囲がある。すなわち、計測する尿混入測定用溜水中に、この濃度範囲とな
る量のこの基準物質や特定成分が含まれている必要がある。
【０１１２】
　このうち、基準物質の濃度に関しては、尿成分濃度測定装置５の計測環境を予め想定し
て、その環境下において基準物質の濃度変化幅が、糖濃度計などの計測機器の計測可能な
濃度範囲内になるように設定することが可能なため、特段の問題は生じない。
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【０１１３】
　ところが、特定成分の濃度に関しては、測定用溜水量に含まれる原尿量の割合が比較的
小さい状態で計測する場合には、計測機器の低濃度側における計測限界が問題となること
が多い。従って、計測を確実なものにするためには、出来るだけ原尿の相対的割合が高く
なることの多い位置の尿混入測定用溜水を計測機器の計測対象とする必要がある。
【０１１４】
　ところが、排泄される尿の溜水に対する入射位置は被験者によって種々異なり、排泄さ
れる尿量も被験者や排尿毎に異なる。そのため、尿混入測定用溜水における尿の混合状態
は、尿混入測定用溜水全体における計測位置により不均一であるばかりでなく、同じ計測
位置であっても測定の都度、変化する。
【０１１５】
　そのため、本発明者達は多数の被験者による尿混入測定用溜水における尿の混合状態の
確認試験を行なったが、それによると、被験者によりボールに向けて排泄された原尿は、
測定用溜水よりも比重が大きいため、ボールの底部に向けて拡散していき滞留することが
判った。そしてこの傾向は、被験者が異なっても共通していることも判った。
【０１１６】
　即ち、ボールの底部近傍は、放尿後比較的短時間で相対的に原尿濃度が高くなり、その
結果として特定成分も計測可能な濃度範囲となる可能性の高い箇所であることが判明した
。従って、このボールの底部近傍位置を尿の特定成分濃度を計測する所定位置とした。以
下に、その他の構成も含めた尿成分濃度測定装置５の具体的な構成について説明する。
【０１１７】
　尿成分濃度測定装置５は、図３に示すように、給水手段である配管Ｒ２内を通過する水
に（図２参照）、基準物質としての所定量のメチレンブルー液を混入し、ボール１０内に
形成される溜水をメチレンブルー液の濃度が所定濃度である測定用溜水とする基準物質混
入手段である基準物質混入装置３２と、原尿の混入後における測定用溜水である尿混入測
定用溜水の基準物質濃度の代用特性である吸光度を計測する尿混入後基準物質濃度計測手
段である吸光度計３６と、尿混入測定用溜水中に含まれる糖の濃度である溜水中成分濃度
を計測する溜水中成分濃度計測手段である糖濃度計３８と、便器本体２ａのボール１０内
に貯留された測定用溜水及び尿混入測定用溜水（以下、測定用溜水等という。）をボール
１０から背面キャビネット３側へ吸引し、吸光度計３６や糖濃度計３８へ搬送するシリン
ジポンプ３４と、を有している。なお、配管Ｒ２と基準物質混入装置３２とは、測定用溜
水供給手段を構成している。
【０１１８】
　これら基準物質混入装置３２、吸光度計３６、糖濃度計３８、及びシリンジポンプ３４
は、原尿中に含まれる糖の濃度を測定するための測定部３０を構成しており、この測定部
３０は、便器部２の背面に配設された背面キャビネット３内に収納配設されている。
【０１１９】
　また、尿成分濃度測定装置５は、原尿中に含まれる糖の濃度を算出する尿中成分濃度算
出手段として機能する等、測定部３０の動作を制御するための各種演算処理を実行するＣ
ＰＵ４２を備えた後述の制御部４０と、測定用溜水への尿の混入を検知する尿混入検知手
段として機能する後述の電極１６ｃ、１６ｃと、電極１６ｃ、１６ｃにより尿の混入が検
知されてからの経過時間を経時する経過時間計測手段として機能する後述の時計部４１と
、を有している。
【０１２０】
　基準物質混入手段の一例である基準物質混入装置３２の構成について説明する。図５は
、基準物質混入装置３２の構成を示す模式的説明図である。図３及び図５に示すように、
基準物質混入装置３２は、配管Ｒ４を介して配管Ｒ２の中途位置、すなわち、水路切替弁
２４から供給された水がリム吐水ノズル１２へ至るまでの位置に連通連結されている。こ
の基準物質混入装置３２は、内部に貯留した基準物質としてのメチレンブルー液に配管Ｒ
４の始端を浸漬した略矩形箱形状の基準物質貯留タンク３２ａと、基準物質貯留タンク３
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２ａ内のメチレンブルー液を配管Ｒ４の終端である配管Ｒ２の中途位置へ向って供給する
ためのポンプ３２ｂと、配管Ｒ４におけるポンプ３２ｂの出口側の所定位置に配設された
逆止弁３２ｃとを有している。逆止弁３２ｃは、制御部４０に電気的に接続されており、
制御部４０の制御信号に従って開閉動作する。
【０１２１】
　かかる構成により、基準物質混入装置３２は、ポンプ３２ｂの作動により、基準物質貯
留タンク３２ａに貯留した基準物質としてのメチレンブルー液を、配管Ｒ４を介して配管
Ｒ２、すなわち、水路切替弁２４からボール１０へ至るまでの管路に、溜水が所定濃度（
尿混入前基準物質濃度）の測定用溜水となるように供給し、当該メチレンブルー液をこの
配管Ｒ２を通過する水に混入する。メチレンブルー液が混入された水は、リム吐水ノズル
１２からボール１０内に吐水され（図２参照）、ボール１０の内壁を上部から下部へ向っ
て流下し、溜水として貯留される。
【０１２２】
　このとき、混入されたメチレンブルー液はボール１０内へ移送される途中で水流自身の
攪拌作用によって水と均一に混合されるため、この貯留される溜水は、基準物質としての
メチレンブルー液が均一な所定の尿混入前基準物質濃度に混入された測定用溜水となって
いる。本実施形態の場合はボール１０内への吐水口として一穴式のリム吐水ノズル１２を
使用しているため、ボール１０内を流下するときに螺旋状の流れが発生することにより、
この水流自身の攪拌作用はさらに強くなる。
【０１２３】
　このように、ボール１０内に供給される水に基準物質としてのメチレンブルー液を混入
することにより、洗浄水と基準物質とが均一に混合された測定用溜水がボール１０内に貯
留されるので、本実施形態のように尿成分濃度測定装置５内で測定用溜水を作成する場合
でも、測定用溜水を攪拌する手段を基準物質濃度が均一な混合状態とするために別途設け
る必要がなくなり装置全体の構成を簡略化することができる。また、配管Ｒ４に逆止弁３
２ｃが設けられていることにより、配管Ｒ２を流れる洗浄水やメチレンブルー液が基準物
質貯留タンク３２ａ内へ逆流することを確実に防止している。
【０１２４】
　ここで、測定用溜水の基準物質の濃度は、尿の混入後における測定用溜水における基準
物質の濃度変化を計測できる濃度であればいかなる濃度でも構わない。例えば、濃度変化
の計測の際に濃度の代用として吸光度を計測するために一般に用いられる複光束式吸光度
計においては、最も精度良く吸光度の計測が可能な濃度範囲が、吸光度で０．４～１．４
程度といわれており、この範囲に収まるように、測定用溜水に対する基準物質の濃度を規
定するとよい。基準物質がメチレンブルーの場合は、約５～１７μｍｏｌ／ｌ程度となる
。また、基準物質として、洗浄効果を持たせた物質を選択することで、便器の洗浄機能を
持たせることもできる。
【０１２５】
　また、本実施形態では後述するように、測定に際しては、被験者の排尿前に測定用溜水
の基準物質の濃度を実際に計測した計測値を本発明における尿混入前基準物質濃度とする
構成のため、基準物質混入装置３２の基準物質混入精度は尿混入前後の吸光度が吸光度計
３６で計測できる濃度範囲内となる濃度範囲内であれば良い。従って、このような形態で
は基準物質の混入量を決めるポンプ３２ｂや溜水量を決める給水弁２２など尿混入前基準
物質濃度を制御する部材は比較的精度の高くないものでも使用可能となる。
【０１２６】
　シリンジポンプ３４の構成について説明する。図６は、シリンジポンプ３４の構成を示
す模式的説明図である。図３及び図６に示すように、シリンジポンプ３４は、ゼット吐水
ノズル１６のゼット孔１６ａ、吸光度計３６、及び糖濃度計３８に連通連結されている。
このシリンジポンプ３４は、略円筒状のシリンダ３４ａと、シリンダ３４ａの内周に挿入
される略円柱状のピストン３４ｂとを有している。このピストン３４ｂは、シリンジ駆動
モータ３４ｃの回転運動を、リードスクリュウ機構３４ｄによって直線運動に変換するこ
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とによりシリンダ３４ａの内周面に沿って上下動するようになっている。
【０１２７】
　シリンジ駆動モータ３４ｃは、制御部４０に電気的に接続されており、制御部４０は、
このシリンジ駆動モータ３４ｃを駆動することによりピストン３４ｂの上下動を制御する
。
【０１２８】
　シリンダ３４ａにおけるシリンジ駆動モータ３４ｃと反対側の端部には、シリンダ３４
ａよりも小径の略円筒状を形成したポート３４ｅが突設されており、このポート３４ｅは
、電動ロータリバルブ３５に連通されている。電動ロータリバルブ３５は、複数のポート
３５ａ，３５ｂ，３５ｃを備えており、複数のポート３５ａ，３５ｂ，３５ｃは、所定の
配管を介して、それぞれ吸光度計３６、ゼット吐水ノズル１６のゼット孔１６ａ、及び糖
濃度計３８に連通連結されている。
【０１２９】
　この電動ロータリバルブ３５の内部には、制御部４０により制御される図示しないロー
タリバルブ駆動モータが設けられており、制御部４０は、このロータリバルブ駆動モータ
を駆動することにより、複数のポート３５ａ，３５ｂ，３５ｃのうちいずれか一つを開放
させた状態で、ピストン３４ｂの上下動を実行することにより、シリンジポンプ３４の吸
引又は排出動作を実行する。
【０１３０】
　ところで、本実施形態においては、ゼット吐水ノズル１６のゼット孔１６ａとシリンジ
ポンプ３４とが連通されている（図２及び図４参照）。したがって、ピストン３４ｂがシ
リンダ３４ａ内を下方に動作すると、ゼット孔１６ａからボール１０内の測定用溜水等が
所定の量だけ採取され、この採取された測定用溜水等がポート３５ｂ及びポート３４ｅを
介してシリンダ３４ａ内へ吸引、搬送される。
【０１３１】
　一方、ピストン３４ｂがシリンダ３４ａ内を上方に動作すると、シリンダ３４ａ内へ吸
引された測定用溜水等は、ポート３４ｅ、及び、ポート３５ａ又はポート３５ｃを介して
吸光度計３６や糖濃度計３８へ排出、搬送されることとなる。
【０１３２】
　本実施形態では従って、上記したゼット吐水ノズル１６のゼット孔１６ａは、自身の周
りのボール１０の底部１０ｃ近傍位置の尿混入測定用溜水の一部を吸光度計３６及び糖濃
度計３８の計測対象とする計測サンプルとして採取するようになっている。
【０１３３】
　即ち、本実施形態では、便器洗浄水吐水口であるゼット孔１６ａを、尿混入測定用溜水
の採取用の吸入口としている。ゼット孔１６ａから採取された尿混入測定用溜水の計測サ
ンプルは、シリンジポンプ３４を介して吸光度計３６や糖濃度計３８へ搬送される。
【０１３４】
　即ち、ゼット吐水ノズル１６とシリンジポンプ３４は、本発明における計測サンプル採
取手段として機能し、また、便器洗浄水吐水口であるゼット孔１６ａは、尿混入測定用溜
水の一部を計測対象とする計測サンプルとして採取する時の吸入口として機能するため、
本発明におけるボール底部に設けた開口部に相当する。
【０１３５】
　したがって、糖濃度計３８における計測に適した濃度の計測対象物質を含むことが多い
ボール１０の底部１０ｃ近傍の尿混入測定用溜水をゼット孔１６ａを介して確実に採取す
ることができる。もちろん、ゼット吐水ノズル１６のゼット孔１６ａに代えて、ボール１
０の底部１０ｃに別途開口部（図示せず）を設け、この開口部を、尿混入測定用溜水の採
取用の吸入口としてもよい。
【０１３６】
　このように、計測サンプル採取手段の計測サンプルを採取するための開口部として既存
のゼット孔１６ａを利用するため、別途にサンプル採取用の開口部を設ける必要もなく装
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置構成を簡略化することができる。
【０１３７】
　また、ゼット吐水ノズル１６の内周面であってゼット孔１６ａ（図４参照）の近傍には
、一対の電極１６ｃ，１６ｃが先端を互いに対向させた状態で突設されており、この一対
の電極１６ｃ，１６ｃは、制御部４０に電気的に接続され、制御部４０から両電極１６ｃ
，１６ｃ間に微弱な電流を流すように設定されている。ボール１０内の測定用溜水に原尿
が混入し、底部に設置されたこの両電極１６ｃ，１６ｃ間に到達することによって、到達
した原尿を導体として一対の電極１６ｃ，１６ｃ間の抵抗値が変化すると、制御部４０は
、この抵抗値の変化による両電極１６ｃ，１６ｃ間の電位の変化を検知して、ゼット吐水
ノズル１６近傍、即ち本発明におけるボール１０の底部近傍の測定用溜水に原尿が混入し
尿混入測定用溜水となったことを検知する。したがって、電極１６ｃ，１６ｃは、本発明
における尿混入検知手段として機能する。この制御部４０による原尿の検知に基いて、シ
リンジポンプ３４の吸引又は排出動作のタイミングが制御されることになる。このように
、尿混入検知手段を既存のゼット吐水ノズル１６に設けることにより、別途尿検知センサ
等を設ける必要もなく装置構成を簡略化することができる。
【０１３８】
　次に、本発明における尿混入後基準物質濃度計測手段の一例として本実施形態で使用さ
れる吸光度計３６の構成について説明する。図７は、吸光度計３６の構成を示す模式的説
明図である。吸光度計３６は、シリンジポンプ３４から排出、搬送された測定用溜水等の
吸光度を計測する。ここで、吸光度とは、特定の波長の光に対する物質の吸収強度を示す
尺度である。図３及び図７に示すように、吸光度計３６は、シリンジポンプ３４に接続さ
れシリンジポンプ３４から排出・搬送される測定用溜水等を収容するサンプルセル３６ａ
と、原尿やメチレンブルーの有する吸光波長を持つ略平行状の光をサンプルセル３６ａ内
の測定用溜水等に対して照射光Ｆ１として照射する光源３６ｂと、サンプルセル３６ａを
挟んで光源３６ｂと対向する位置に配設されサンプルセル３６ａ内の測定用溜水等を透過
した透過光Ｆ２を受光する光センサ３６ｃとを有している。
【０１３９】
　光源３６ｂとしては、基準物質の吸光度変化を計測できる波長帯の光を発する光源であ
ればよく、例えば、Ａｒレーザ等のガスレーザや、半導体レーザ等、ハロゲンランプ、Ｌ
ＥＤ等がある。サンプルセル３６ａは、ガラス等の透光性材料から形成されている。光源
３６ｂは、制御部４０に電気的に接続されており、制御部４０は、光源３６ｂの点灯及び
消灯を制御する。光センサ３６ｃもまた制御部４０に電気的に接続されており、制御部４
０は、光センサ３６ｃの受光信号を受信し照射光Ｆ１の強度と照射光Ｆ１よりも減衰され
た透過光Ｆ２の強度とに基いて測定用溜水等の吸光度を算出するのである。
【０１４０】
　さらに、この制御部４０においては、吸光度計３６により計測された測定用溜水等の吸
光度に基いて原尿の希釈率が算出される。吸光度計３６による測定用溜水等の吸光度の計
測について、図８を参照して具体的に説明する。図８は、吸光度計３６により計測された
測定用溜水等の吸光度と波長との関係の一例を示す吸光度スペクトル線図である。図８に
おいて、破線で示す１つの吸光度スペクトルは、測定用溜水の吸光度スペクトルであり、
実線で示す２つの吸光度スペクトルは、尿混入測定用溜水の吸光度スペクトルである。図
８に示すように、実線で示す尿混入測定用溜水の吸光度スペクトルにおいては、原尿の吸
光度がピーク値を示す波長帯Ｘ１と、基準物質であるメチレンブルーの吸光度がピーク値
を示す波長帯Ｘ２とは異なる波長帯に存在しており、原尿とメチレンブルーとが明確に区
別される。
【０１４１】
　このように、尿混入測定用溜水中で原尿とメチレンブルーとが波長帯により明確に区別
されるので、測定用溜水に原尿が混入した場合であっても、吸光度計３６により測定用溜
水の吸光度と尿混入測定用溜水の吸光度とを計測し両吸光度を対比することで、尿混入前
後における基準物質の吸光度の変化が原尿の吸光度とは独立して計測されるのである。す
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なわち、図８に示すように、測定用溜水中に含まれるメチレンブルーの吸光度Ｓ０は、原
尿が混入されることにより、尿混入測定用溜水中に含まれるメチレンブルーの吸光度Ｓ１
まで低下している。この吸光度の変化が吸光度計３６により計測される。
【０１４２】
　このように本実施形態では、本発明における尿混入後濃度計測手段として、濃度の代用
特性の一例である吸光度を計測する吸光度計を採用しているが、ここでこの吸光度の計測
によって原尿に含まれている特定物質濃度を求める原理について説明する。
【０１４３】
　本実施形態で採用している吸光度計測は従来用いられている濃度計測方法の一つであり
、その原理は以下のとおりである。
【０１４４】
　即ち、特定物質を混入した溶液の特定物質濃度Ｑは、溶液の吸光度Ｓ、特定物質の吸光
係数α、光路長Ｌ、とすると以下の［式９］で表される。
【０１４５】
　　Ｑ=αＳ／Ｌ　　　　・・・（式９）
　ここで、吸光係数αは特定物質によって決まり、光路長Ｌも計測装置の光路構成で決ま
るため、溶液の吸光度Ｓと特定物質濃度Ｑとは正比例の関係となる。即ち、溶液の物質濃
度Ｑと溶液の吸光度Ｓとの間には前述した［式８］の関係が成立することになる。従って
、前述したとおり、吸光度Ｓは本発明における溶液の特定物質濃度Ｑの代用特性として使
用できることが判る。
【０１４６】
　そこで、本実施形態では、前述した測定原理説明における測定用溶液を測定用溜水、基
準物質をメチレンブルー液、特定物質を糖（尿糖）として、原尿混入前後の測定用溜水中
のメチレンブルー液の吸光度を濃度の代用特性として計測し、この原尿混入前後の吸光度
から尿（原尿）の糖濃度を算出している。
【０１４７】
　すなわち、このときの尿混入によるメチレンブルーの吸光度変化から算出される測定用
溜水の希釈率Ｄｓは、尿混入前の測定用溜水中に含まれるメチレンブルー液の吸光度をＳ
０とし、尿混入後の測定用溜水である尿混入測定用溜水中に含まれるメチレンブルー液の
吸光度をＳ１とすれば、［式６］に［式９］を適用して以下の［式１０］で表される。
【０１４８】
　　Ｄｓ＝Ｓ１／Ｓ０　　・・・（式１０）
　この測定用溜水の希釈率Ｄｓから、原尿の希釈率Ｄｎは、これらの値が同じ位置同士の
場合であれば前述した［式４］が適用できるため、以下の［式１１］で表される。
【０１４９】
　　Ｄｎ＝１－Ｓ１／Ｓ０　　・・・（式１１）
　従って、この原尿の希釈率Ｄｎを前述の［式３］における被検査溶液の希釈率Ｄｂに当
てはめることによって、求める原尿中の特定成分の濃度は、以下の［式１２］における測
定物質濃度Ｑ０として求めることができることとなる。
【０１５０】
　　Ｑ０＝Ｑ１／（１－Ｓ１／Ｓ０）　　・・・（式１２）
　即ち、測定用溜水中に含まれるメチレンブルー液の吸光度Ｓ０と、尿混入測定用溜水中
の任意の位置における特定成分の濃度Ｑ１と、メチレンブルーの吸光度Ｓ１とから、［式
１２］を用いて測定の目的とする原尿の特定成分の濃度である尿中成分濃度Ｑ０が算出さ
れるのである。なお、［式１２］は、後述する制御部４０のＲＯＭ４４（図３）に予め記
憶されている。
【０１５１】
　なお、本実施形態では、原尿の糖濃度を算出をするために、吸光度計３６を用いて吸光
度を計測したが、吸光度と同じように前述の［式８］が成立する蛍光強度を用いることと
して、吸光度計３６の代わりに蛍光強度計（図示せず）を用いて測定用溜水等の蛍光強度
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を計測する構成としても良い。従って、蛍光強度を濃度の代用特性として用いる場合につ
いてここで説明する。なお、蛍光強度計の構成については、既存の構成を採用しているの
でここでは説明を省略する。
【０１５２】
　図９は、蛍光強度計により計測された尿混入測定用溜水の蛍光強度と波長との関係の一
例を示す蛍光強度スペクトル線図である。図９に示す２つの等高線は、縦軸の励起波長を
有する照射光を照射して横軸の蛍光波長を有する透過光を計測した場合の、尿混入測定用
溜水中に含まれる原尿の蛍光強度と基準物質の蛍光強度とをそれぞれ示しており、この等
高線の高さの高低が蛍光強度の差を示している。ここでの基準物質としては、原尿とは異
なった波長帯に励起波長及び蛍光波長を持ち、基準物質の蛍光強度と原尿の蛍光強度とを
それぞれ識別して計測可能な物質であればいかなる物質でも良く、例えば、励起波長６５
０ｎｍ、蛍光波長６７０ｎｍである蛍光試薬のＣｙ５を用いることができる。
【０１５３】
　図９に示すように、尿混入測定用溜水の蛍光強度を計測する場合、Ｃｙ５の等高線の高
低の変化、すなわち、基準物質であるＣｙ５の蛍光強度の変化は、原尿の蛍光強度とは独
立して計測出来る。そして、蛍光強度はＣｙ５の濃度と一定の関係があり、前述の［式８
］が成立する。したがって、測定用溜水中に含まれるＣｙ５の蛍光強度と、尿混入測定用
溜水中に含まれるＣｙ５の蛍光強度とを蛍光強度計により計測することで、前述した［式
１１］を用いて原尿の希釈率が算出出来るため、［式１２］を用いて測定物質濃度Ｑ０を
求めることが出来る。
【０１５４】
　なお、［式１１］におけるＳ０及びＳ１に代入する数値、即ち、測定用溜水等の基準物
質濃度の代用特性として使用可能な物性値は、以上で説明した吸光度や蛍光強度に限られ
ず、測定用溜水中の基準物質と原尿とを識別することが可能で、且つ、濃度との関係が前
述した［式８］を満足するような物性値であれば良い。その物性値としては、基準物質と
原尿との計測値に顕著な差異がある場合には、例えば、導電率、比重、浸透圧、屈折率等
が適用可能であり、それらの値を計測することによって［式１２］から特定成分濃度が算
出できる。
【０１５５】
　本実施形態では、溜水中成分濃度計測手段の一例である糖濃度計３８は、シリンジポン
プ３４に接続されシリンジポンプ３４から排出・搬送される尿混入測定用溜水の糖濃度、
すなわち、グルコース濃度を計測する。糖濃度計３８は、プローブとして原尿中の多くの
成分の中からグルコースを特異的に酸化する酵素であるグルコースオキシターゼ（ＧＯＤ
）を用い、トランデューサとして過酸化水素水を用いて、既存の検出原理にてグルコース
濃度を計測する。糖濃度計３８におけるグルコース濃度の検出原理については既知のもの
を用いているのでここでは説明を省略する。糖濃度計３８は、制御部４０に電気的に接続
されており、制御部４０は、糖濃度計３８により送信された出力信号を尿混入測定用溜水
の糖濃度として受信する。
【０１５６】
　制御部４０は、図３に示すように、尿成分濃度測定装置５全体の制御を行うものであり
、各種の演算や制御を行う中央処理ユニットとしてのＣＰＵ４２と、各種制御プログラム
等を記憶するＲＯＭ４４と、ＣＰＵ４２の作業用メモリ等として使用されるＲＡＭ４６と
を有している。
【０１５７】
　ＣＰＵ４２には、ＲＯＭ４４、ＲＡＭ４６等が接続されており、このＲＯＭ４４に記憶
された各種のプログラムに従って、各種の処理を実行する機能を有する。ＲＯＭ４４には
、ＣＰＵ４２により尿成分濃度測定装置５の動作を制御するためのプログラム等が記憶さ
れている。ＲＡＭ４６は、ＣＰＵ４２の一時記憶領域として各種のデータを記憶する機能
を有する。
【０１５８】
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　また、制御部４０は、測定制御回路５０と、通信手段５２とを有している。
【０１５９】
　測定制御回路５０は、測定部３０に接続されており、ＣＰＵ４２から送信される制御信
号に従って、基準物質混入装置３２による基準物質の洗浄水への混入、シリンジポンプ３
４による測定用溜水等の吸引・移送、吸光度計３６及び糖濃度計３８による計測等、測定
部３０の各種の動作を制御する。
【０１６０】
　通信手段５２は、操作・表示部４とＣＰＵ４２との間で操作情報や測定結果等の各種情
報を送受信する。
【０１６１】
　また、制御部４０は、便器部２の便器制御部２１と電気的に接続されており、便器部２
の汚物洗浄等の通常便器としての各種動作や尿成分測定装置としての各種のデータの送受
信が可能となっている。例えば、便器部２の汚物洗浄処理が実行されると、制御部４０は
、その旨の信号を便器制御部２１から受信する。
【０１６２】
　このように構成された制御部４０において、ＣＰＵ４２は、ＲＯＭ４４に記憶された尿
中成分濃度算出プログラム等の各種プログラムを読み出して実行することにより、糖濃度
計３８により計測された溜水中成分濃度とに基いて原尿中に含まれる糖の濃度を算出する
尿中成分濃度算出手段等として機能する。
【０１６３】
　ここで、尿中成分濃度算出手段による原尿中に含まれる糖（尿糖）の濃度の算出につい
て説明する。
【０１６４】
　尿糖濃度を前述した［式１２］における測定物質濃度として［式１２］を適用して、尿
混入測定用溜水中の任意の位置において糖濃度計３８により計測された溜水中成分濃度で
ある尿糖濃度Ｕ１を測定物質濃度Ｑ１とすると、原尿中に含まれる尿糖の濃度Ｕ０は、以
下の［式１３］で表される。
【０１６５】
　　Ｕ０＝Ｕ１／（１－Ｓ１／Ｓ０）　　　・・・（式１３）
　即ち、測定用溜水の尿混入前後の吸光度Ｓ０及びＳ１と、糖濃度計３８により計測され
た尿糖濃度Ｕ１とを［式１３］に代入することにより、尿中成分濃度算出手段は、原尿中
に含まれる糖の濃度Ｕ０を算出するのである。なお、［式１３］は、ＲＯＭ４４に予め記
憶されている。
【０１６６】
　ところで、本実施形態においては、例えば、尿混入測定用溜水を攪拌するといった特別
な構成を備えていない。従って、ボールに貯留する尿混入測定用溜水中の位置によっては
、溜水中成分濃度である糖濃度が、溜水中成分濃度計測手段として用いる糖濃度計の計測
可能範囲の下限値に対して下回ることも考えられる。
【０１６７】
　即ち、本実施形態においては、この糖濃度は所定位置での測定用溜水と原尿との自然な
混合状態で決まるため、前述したとおり被験者の排尿状態（排尿位置や排尿量等）によっ
ても変化するが、一回の測定においても、被験者が排尿した後も時間の経過とともに変化
する。従って、計測のタイミングによってはこの計測可能な範囲の下限を下回る場合があ
ることが想定された。
【０１６８】
　そのため、本発明者たちは本実施形態における尿混入測定用溜水中の糖濃度を調べるた
めに各種の確認試験を行なった。以下に述べるのはその確認試験の代表的な例である。
【０１６９】
　図１０は、尿を模擬するため比重等の特性が尿と同じとなるように調製した所定濃度の
ＮａＣｌ溶液をボール１０内に貯留される溜水に所定位置から投入（混入）した場合にお
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ける、ボール内の溜水中のＮａＣｌ濃度の時間的変化を計測した結果を、溜水中の位置別
に示している。尚、ここでは本発明における溜水中成分濃度を計測する所定位置であるボ
ール底部近傍位置としてのボール１０の底部１０ｃと上部１０ｂとを代表的な計測位置と
し、その位置でのＮａＣｌ濃度の時間的推移を模式的に表示している。
【０１７０】
　すなわち、図１０に示すように、ＮａＣｌ溶液を溜水に投入（ｔ０）後、ボール１０の
底部１０ｃ及び上部１０ｂのどちらの計測箇所においても、ＮａＣｌ溶液の到達に伴って
溜水中のＮａＣｌ濃度は急激に上昇しピーク値（Ｄｂ、Ｄｃ）を迎えた後、ＮａＣｌ濃度
は、それぞれ一定値で安定した状態になる。この場合、底部１０ｃのＮａＣｌ濃度上昇開
始時刻（ｔ１）は上部１０ｂのＮａＣｌ濃度上昇開始時刻より遅れているが、これは、溜
水中のＮａＣｌ溶液がボール１０の上部１０ｂから底部１０ｃへ移動するのに要する時間
差があるためと考えられる。
【０１７１】
　このとき、実線で示すボール１０の底部１０ｃの近傍におけるＮａＣｌ濃度変化のピー
ク値（Ｄｃ）は、破線で示すボール１０の上部１０ｂにおけるＮａＣｌ濃度変化のピーク
値（Ｄｂ）よりも大きい。また、ピーク後の安定濃度も底部１０ｃの近傍の方が大きい。
【０１７２】
　つまり、ボール１０内に貯留される尿混入測定用溜水中では、ボール１０の底部１０ｃ
近傍ほど、相対的に含まれる尿量が多いことを意味する。これは、尿の比重が溜水の比重
よりも大きく、尿混入測定用溜水中で尿が流下してボール１０の底部１０ｃ近傍に多く滞
留するからである。
【０１７３】
　そこで、特に、本実施形態では、尿混入後物性値計測手段としての吸光度計３６、及び
溜水中成分濃度計測手段としての濃度計３８は、ボール１０の底部１０ｃ近傍の尿混入測
定用溜水をそれぞれ計測対象としている。
【０１７４】
　これにより、排泄される尿の溜水に対する投入位置や排泄される尿量により尿混入測定
用溜水における原尿の混合が不均一となる場合であっても、溜水よりも比重の大きい原尿
が滞留し易く、吸光度計３６及び濃度計３８における計測に必要な量の原尿を含むことが
多いボール１０の底部１０ｃ近傍の尿混入測定用溜水を計測対象とすることができる。  
　　　
【０１７５】
　さらに、図１０において、本実施形態で糖濃度計３８による計測位置としているボール
１０の底部近傍位置においても、模式的にＮａＣｌ濃度（Ｄｌ）で示されている糖濃度計
３８の計測範囲の下限濃度に満たない濃度となる時刻が存在すること、即ち、計測タイミ
ングによっては、尿成分濃度計測手段である糖濃度計３８の一般的な計測精度保障範囲の
低濃度側の限界以下の糖濃度となる場合が生じる可能性があることが判った。
【０１７６】
　言い換えれば、本実施形態のように固定された所定位置において糖濃度計３８による適
切な糖濃度計測を行なうためには、所定位置の選択だけでは不十分であり、適切な計測タ
イミング（時期）を設定することが必要なことが判った。そこで、さらに各種の追加試験
を行ったところ、測定毎にこの所定位置の糖濃度変化は被験者の放尿位置や排尿量のバラ
ツキにより無視できない程度に変動することが判った。
【０１７７】
　そこで、本実施形態では、前述したとおり糖濃度計３８による計測位置については所定
位置としてボール１０の底部１０ｃ近傍位置を設定しているが、実際に計測を行なう時期
については、このボール１０の底部１０ｃ近傍位置の測定用溜水に原尿が到達して混入し
たことを検知する尿混入検知手段と、その検知時からの経過時間を計時する経過時間計測
手段とを備えて、この経過時間によって計測に適切な時期を決める構成としている。この
計測時期の設定についての考え方を、図１０を使用しながら以下で説明する。
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【０１７８】
　図１０において、ＮａＣｌ溶液を溜水に投入した時刻をｔ０とし、ボール１０の底部１
０ｃ近傍位置の溜水中のＮａＣｌ濃度が時刻ｔ１から上昇を始めて時刻ｔ２に計測下限濃
度Ｄｌを越えたとすると、時刻ｔ２以降が濃度計測を実施すべき時期となり、この計測下
限濃度Ｄｌを越えるまでに要する時間をここでは計測待機下限時間ΔＴ（＝ｔ２－ｔ１）
とする。即ち、ボール１０の底部１０ｃ近傍位置においては、時刻ｔ１からΔＴ経過すれ
ば、糖濃度計３８により濃度計測可能なＮａＣｌ濃度状態となっていることになる。
【０１７９】
　従って、ＮａＣｌ溶液により模擬した尿も測定用溜水中で同様な挙動を示すことから、
測定用溜水中の特定成分濃度として糖（尿糖）を計測する本実施形態でも、予め尿を用い
て種々の排尿状況を想定した実験を行なって尿糖の場合のこのΔＴに相当する時間を求め
、さらにその時間にバラツキを考慮した適宜な余裕時間を加えた時間を所定の計測待機時
間Ｔｄとして設定している。
【０１８０】
　即ち、本実施形態では、詳細は後述するが、尿混入検知手段が尿の混入を検知してから
の経過時間を経過時間計測手段で計測し、この経過時間が予め定めた所定時間としての計
測待機時間Ｔｄとなったときに、本発明における所定の混合状態となったと判断して尿成
分濃度計測を開始する構成としている。そのため、任意の被験者に対してより確実かつ高
精度な測定結果を得ることが可能となる。
【０１８１】
　［１．４　尿成分濃度測定装置の動作］
　以上のように構成された第１実施形態に係る尿成分濃度測定装置５について、その動作
の一例を、図１１を参照して詳細に説明する。図１１は、尿成分濃度測定装置５の動作を
示すフローチャートである。
【０１８２】
　図１１に示すように、まず、ステップＳ１において、尿成分濃度測定装置５の電源がＯ
Ｎになると、尿成分濃度測定装置５のＣＰＵ４２は、ＲＯＭ４４、ＲＡＭ４６等のアクセ
ス許可、作業領域確保を初期化する等の初期設定動作を実行し、ＲＯＭ４４に記憶された
各プログラムを実行状態とし、各種の機能を動作させる。なお、このステップＳ１におい
ては、前回動作時のステップＳ１３における後述の基準物質混入処理によるメチレンブル
ー液が、便器部２のボール１０内に貯留された溜水に混入されており、測定用溜水がボー
ル１０内に貯留されているものとする。この処理が終了すると、ＣＰＵ４２は処理をステ
ップＳ２に移行する。
【０１８３】
　ステップＳ２において、ＣＰＵ４２は、被験者により操作・表示部４の測定スイッチ（
図示せず）が押下されたか否かを判定し、測定スイッチが押下されたと判定すると（ステ
ップＳ２：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ３に移行し、測定スイッチが押下されていないと
判定すると（ステップＳ２：Ｎｏ）、処理をステップＳ１２に移行する。
【０１８４】
　ステップＳ３において、ＣＰＵ４２は、測定用溜水吸引処理を実行する。この処理にお
いて、ＣＰＵ４２は、シリンジポンプ３４を作動させ、ゼット吐水ノズル１６のゼット孔
１６ａからボール１０内の測定用溜水を所定の量だけ吸引し、この測定用溜水を吸光度計
３６に向けて排出、搬送する。この処理が終了すると、ＣＰＵ４２は、処理をステップＳ
４に移行する。
【０１８５】
　ステップＳ４において、ＣＰＵ４２は、吸光度計測処理を実行する。この処理において
、ＣＰＵ４２は、吸光度計３６を作動させ、ステップＳ３においてボール１０内から吸光
度計３６に搬送された測定用溜水の吸光度を計測する。これにより、測定用溜水中に含ま
れるメチレンブルーの吸光度（例えば、図８に示すＳ０）が計測され、このメチレンブル
ーの吸光度は、本発明における尿混入前基準物質濃度としてＲＡＭ４６の所定領域に記憶
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される。この処理が終了すると、ＣＰＵ４２は、処理をステップＳ５に移行する。
【０１８６】
　ステップＳ５において、ＣＰＵ４２は、ボール１０内の本発明における所定位置である
底部１０ｃ近傍位置で尿が検知されたか否かを判定する。具体的には、被験者によって排
泄されて測定用溜水へ投入された原尿が、尿混入測定用溜水中を拡散しボール１０の底部
１０ｃに設けられたゼット吐水ノズル１６へ到達すると、原尿は測定用溜水よりも導電率
が大きいため、吐水ノズル１６の先端部に設けられた一対の電極１６ｃ，１６ｃ間の抵抗
値が変化（低下）する。この抵抗値の変化をＣＰＵ４２が検知して尿が吐水ノズル１６の
先端部に到達したと判断して尿が検知されたとする。
【０１８７】
　ステップＳ５において、ボール１０内でゼット孔１６ａの位置に原尿が到達して尿が検
知されたと判定すると（ステップＳ５：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ４２は、時計部４１の計時をス
タートさせるとともに、処理をステップＳ６に移行する。一方、ステップＳ５において、
尿が検知されていないと判定すると（ステップＳ５：Ｎｏ）、ＣＰＵ４２は、尿が検知さ
れるまでこの処理を繰り返す。
【０１８８】
　ステップＳ６において、ＣＰＵ４２は、時計部４１の計時する時間が前述の所定時間Ｔ
ｄとなったか否かを判定し、この所定時間Ｔｄが経過したと判定すると（ステップＳ６：
Ｙｅｓ）、処理をステップＳ６に移行する。一方、ステップＳ６において、所定時間Ｔｄ
が経過していないと判定すると（ステップＳ６：Ｎｏ）、所定時間Ｔｄが経過するまでこ
の処理を繰り返す。
【０１８９】
　このように、ステップＳ６において、経過時間を監視していて計測待機時間Ｔｄが経過
した時に、ＣＰＵ４２は、尿混入測定用溜水中のボール１０の底部１０ｃ近傍における尿
の混合状態が、本発明における所定の混合状態に達したと判断する。このとき、ＣＰＵ４
２は、尿混合状態判断手段として機能する。
【０１９０】
　ステップＳ７において、ＣＰＵ４２は、尿混入測定用溜水吸引処理を実行する。この処
理において、ＣＰＵ４２は、シリンジポンプ３４を作動させ、ゼット吐水ノズル１６のゼ
ット孔１６ａからボール１０内の尿混入測定用溜水を所定の量だけ吸引し、この尿混入測
定溜水を吸光度計３６及び糖濃度計３８に向けてそれぞれ排出、搬送する。この処理によ
って、ボール１０内の底部近傍の尿混入測定用溜水の一部が計測サンプルとして採取され
、ボール１０外へ移送される。この処理が終了すると、ＣＰＵ４２は、処理をステップＳ
８に移行する。
【０１９１】
　ステップＳ８において、ＣＰＵ４２は、吸光度計測処理を実行する。この処理において
、ＣＰＵ４２は、吸光度計３６を作動させ、ステップＳ７においてボール１０内から搬送
された尿混入測定用溜水の計測サンプルの吸光度を計測する。これにより、尿混入測定用
溜水中に含まれるメチレンブルーの吸光度（例えば、図８に示すＳ１）が計測され、この
メチレンブルーの吸光度は、本発明における尿混入後基準物質濃度としてＲＡＭ４６の所
定領域に記憶される。この処理が終了すると、ＣＰＵ４２は、処理をステップＳ９に移行
する。
【０１９２】
　ステップＳ９において、ＣＰＵ４２は、濃度計測処理を実行する。この処理において、
ＣＰＵ４２は、糖濃度計３８を作動させ、ステップＳ６においてボール１０内から搬送さ
れた尿混入測定用溜水中の計測サンプルに含まれる糖の濃度を計測しＲＡＭ４６の所定領
域に記憶する。この処理が終了すると、ＣＰＵ４２は、処理をステップＳ１０に移行する
。
【０１９３】
　ステップＳ１０において、ＣＰＵ４２は、尿中成分濃度算出処理を実行する。この処理
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において、ＣＰＵ４２は、ステップＳ４及びステップＳ７において各々ＲＡＭ４６に記憶
された尿混入前基準物質濃度及び尿混入後基準物質濃度と、ステップＳ９においてＲＡＭ
４６に記憶された尿混入測定用溜水中に含まれる糖の濃度とに基いて、原尿中に含まれる
糖の濃度を前述の［式１３］を用いて算出する。この処理が終了すると、ＣＰＵ４２は、
処理をステップＳ１１に移行する。
【０１９４】
　ステップＳ１１において、ＣＰＵ４２は、結果表示処理を実行する。この処理において
、ＣＰＵ４２は、ステップＳ１０において算出された糖の濃度を操作・表示部４に所定の
形式で表示する。この処理が終了すると、ＣＰＵ４２は、処理をステップＳ１２に移行す
る。
【０１９５】
　ステップＳ１２において、ＣＰＵ４２は、便器部２の便器制御部２１から汚物洗浄処理
の実行中である旨の洗浄処理信号を受信したか否かを判定し、洗浄処理信号を受信したと
判定すると（ステップＳ１２：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ１３に移行し、洗浄処理信号
を受信していないと判定すると（ステップＳ１２：Ｎｏ）、洗浄処理信号を受信するまで
ステップＳ１２の処理を繰り返す。
【０１９６】
　ステップＳ１３において、ＣＰＵ４２は、基準物質混入処理を実行する。この処理にお
いて、ステップＳ１３の便器部２の汚物洗浄処理中おけるゼット吐水ノズル１６のゼット
洗浄が終了した旨の信号を便器部２の便器制御部２１から受信すると、ＣＰＵ４２は、基
準物質混入装置３２を作動させ、配管Ｒ２の中途位置、すなわち、水路切替弁２４から供
給された洗浄水がリム吐水ノズル１２へ至る前位置にて、この洗浄水にメチレンブルー液
を供給し混入する。これにより、メチレンブルー液が混入された洗浄水は、リム吐水ノズ
ル１２からボール１０内に吐水され、ボール１０の内壁を上部から下部へ向って螺旋状に
旋回しながら流下する。この螺旋状の流れにより洗浄水とメチレンブルー液とが均一に混
合されて測定用溜水となり、次回動作時のボール１０内における測定用溜水が準備される
こととなる。この処理が終了すると、ＣＰＵ４２は、処理をステップＳ１４に移行する。
【０１９７】
　ステップＳ１４において、ＣＰＵ４２は、尿成分濃度測定装置５の電源がＯＦＦにされ
たか否かを判定し、電源がＯＦＦにされたと判定すると（ステップＳ１５：Ｙｅｓ）、尿
成分濃度測定装置５の動作を停止し、電源がＯＦＦにされていないと判定すると（ステッ
プＳ１５：Ｎｏ）、ステップＳ２に処理を戻し、ステップＳ２からの処理を繰り返し実行
する。
【０１９８】
　このように、本発明の第１実施形態による尿成分濃度測定装置５によれば、尿混入測定
用溜水中の尿糖濃度を計測する位置における基準物質濃度を尿糖濃度と併せて計測するこ
とによって、尿成分濃度を計測する部分の原尿の希釈率を考慮して原尿中に含まれる尿成
分の濃度を算出するので、一般に測定用溜水と原尿との混合状態を均一とすることが困難
である便器のボールを、尿を受ける受尿容器とすることが可能となる。このため、女性や
子供でも容易に採尿することができ、測定の確実性を向上することができる。
【０１９９】
　なお、本実施形態では、尿混合判断手段としてのＣＰＵ４２は、時計部４１により計時
される経過時間が所定時間以上経過したときに、尿混入測定用流水中における尿の混合状
態が、所定の混合状態に達したと判断する場合を示したが、尿混合状態判断手段はこれに
限定されるものではない。
【０２００】
　すなわち、ＣＰＵ４２において、被験者が排尿を開始したタイミングを見計らってボー
ル１０内から吸光度計３６へシリンジポンプ３４を介して尿混入測定用溜水を継続的に搬
送し、搬送された尿混入測定用溜水の基準物質の吸光度を吸光度計３６により継続的に計
測して、その吸光度が所定値以下となったときに、所定の混合状態に達したと判断するよ
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うにしてもよい。
【０２０１】
　即ち、尿混入測定用溜水中に含まれる基準物質の吸光度は、尿混入測定用溜水中に含ま
れる尿量が増大することに伴って、低下する（図８参照）。従って、予め尿混入測定用溜
水中の尿量を変化させたときの基準物質の吸光度と尿中の特定成分の濃度との関係を実験
で求めて、特定成分の濃度がある値以上となる時の基準物質の吸光度を所定の混合状態の
判定基準とすることによって、尿混入測定用溜水中における尿の混合状態が、所定の混合
状態に達したと判断することができる。
【０２０２】
　また、ＣＰＵ４２は、ボール１０内に混入された尿量を計測する尿量計測手段（図示せ
ず）を設け、ボール１０内に混入された尿量が所定量以上となったときに、尿混入測定用
溜水中における尿の混合状態が所定の混合状態に達したと判断するようにしてもよい。こ
の場合、尿量計測手段は、ボール１０の底部１０ｃにボール１０内の溜水と水路的に接続
されて尿量計測手段を構成する水圧センサ（図示せず）を別途設け、この水圧センサが検
知した水圧信号に基づいてボール１０内に貯留された尿混入測定用溜水の水位を測定し、
尿の混入前における測定用溜水の水位と尿の混入後における尿混入測定用溜水の水位とに
基づいて混入された尿量を算出する。
【０２０３】
　（第１実施形態の変形例）
　次に、第１実施形態の変形例について以下に説明する。第１実施形態の変形例は、測定
用溜水の量を減らすための溜水減量機能をゼット吐水ノズル１６に担わせる点が第１実施
形態に係る尿成分濃度測定装置５と異なるだけで、その他の構成は同じであるため以下で
はそれらの説明は省略する。
【０２０４】
　本変形例では、尿混入後基準物質濃度計測手段としての吸光度計３６及び溜水中成分濃
度計測手段としての糖濃度計３８による各計測を開始する前に、ゼット吐水ノズル１６に
よって測定用溜水の量を減らすことにより、測定用溜水の量に対する尿量を相対的に増加
させるように構成している。
【０２０５】
　即ち、第１実施形態と同じく本変形例でも使用されている通常の便器のボール１０と洗
浄水供給手段とを利用した測定用溜水供給手段の構成では、ボール１０内へ貯留される測
定用溜水もいわゆる便器の溢流水位の水量となるため、常に一定量とならざるを得ない。
【０２０６】
　一方、被験者が男性である場合には、便座６に着座した状態の座位で排尿するよりも、
立った状態の立位で排尿することも想定される。この場合、測定用溜水への入射位置にお
ける尿の流速が座位での場合より大きくなり、入射後の尿混入測定用溜水中において尿の
拡散速度の指向性が入射方向へ強くなる。そのため、尿の入射状態によっては、この拡散
指向性の影響を強く受けてボール１０の底部１０ｃ近傍に到達する尿量が減少する結果、
ボール１０の底部１０ｃ近傍位置であっても、尿混入測定用溜水中に含まれる尿の割合が
相対的に少なくなる場合がある。
【０２０７】
　また、被験者によってはもともと排泄する尿量が少なく、ボール１０の底部１０ｃ近傍
に到達する尿量が標準的な被験者と比べて少ない場合も想定される。かかる場合に、ボー
ル１０の底部１０ｃ近傍の尿混入測定用溜水を糖濃度計３８の計測対象としても、測定用
溜水に対する尿の割合が小さくなる結果、計測対象物質である尿成分として糖も少なくな
るため、計測対象の尿成分濃度が計測に必要な濃度以下となり正確な計測が出来ない可能
性がある。
【０２０８】
　したがって、変形例では、ゼット吐水ノズル１６により測定用溜水の量を減らすことに
より、測定用溜水の量に対する尿量を相対的に増加させて計測対象物質である尿成分濃度
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を高めるように構成している。
【０２０９】
　以上のように構成された変形例の処理動作は、図１１に示す第１実施形態におけるステ
ップＳ１～ステップＳ１４までの処理動作とほぼ同じである。したがって、以下では第１
実施形態における処理動作と異なる処理動作のみを説明する。
【０２１０】
　変形例では、図１１に示すように、ＣＰＵ４２は、被験者により操作・表示部４の測定
スイッチが押下されたと判定すると（ステップＳ２：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ３に移
行する前に以下の溜水減量処理を実行する。
【０２１１】
　溜水減量処理において、ＣＰＵ４２は、ゼット吐水ノズル１６から洗浄水を噴射する旨
の制御信号を便器制御部２１に送信し、便器制御部２１の制御を介して、水路切替弁２４
を作動させ配管Ｒ３へ流路を切替える。
【０２１２】
　配管Ｒ３へ流路が切替えられると、ゼット吐水ノズル１６から洗浄水が通常の便器洗浄
時よりも短時間となる所定時間だけ噴射され、この洗浄水は、ボール１０に貯留する測定
用溜水を一部押し出して、トラップ排水口１４ｂへと排出する。洗浄水の噴出後における
測定用溜水の水位は、図１２に示すように、ボール１０の満水水位から封水水位１８ｂを
下回らないような所定の測定開始水位１８ａまで低下する。これにより、満水水位と所定
の測定開始水位１８ａとの間における測定用溜水の分だけ、測定用溜水の量が減少する。
【０２１３】
　これら一連の溜水減量処理が終了すると、ＣＰＵ４２は、処理を図１１に示すステップ
Ｓ３に移行する。
【０２１４】
　このように、測定に際しては被験者の排尿開始前に測定用溜水の量を減らすため溜水水
位が浅くなる結果として、計測部位であるボール１０の底部１０ｃ近傍と排尿の着水ポイ
ントとの物理的な距離が減水しない場合に比べて近くなるため、尿が底部１０ｃ近傍まで
到達するに必要な時間が短くなり、到達する量も多くなる。
【０２１５】
　従って、ボール１０の底部１０ｃ近傍の尿量が減水しない場合より同じ経過時間内では
増加することとなり、その濃度も大きくなるため、ボール１０の底部１０ｃ近傍の尿混入
測定用溜水中における尿成分の濃度レベルが相対的により短時間で糖濃度計３８による計
測に必要な濃度レベル以上となるため、一回の測定時間を短縮することや確実な測定を実
現することができる。
【０２１６】
　なお、本実施形態では減水時の水位を封水水位１８ｂを下回らないような水位としたが
、これはトイレ室内への下水管汚臭の逆流を防止するためであり、この逆流を防止する処
置が別途施されている環境等この逆流恐れがない環境下では、封水水位１８ｂ以下の尿混
入後基準物質濃度計測手段の計測が出来る範囲で任意の水位とすることも可能である。
【０２１７】
　［２．第２実施形態］
　次に、図１３を参照して、本発明の第２実施形態に係る尿成分濃度測定装置を説明する
。図１３は、本発明の第２実施形態に係る尿成分濃度測定装置を備えた便器装置が有する
便器部の側断面図である。本発明の第２実施形態に係る尿成分濃度測定装置は、洗浄水を
貯留する洗浄水貯留タンク６０を備えている点、基準物質混入装置３２の代わりに、基準
物質混入装置２３２を備えている点、ゼット吐水ノズル１６のゼット孔１６ａの代わりに
、サンプル採取部として機能するサンプル採取機構８０を備えている点、ゼット吐水ノズ
ル１６の一対の電極１６ｃ、１６ｃの代わりに、尿検知部として機能する排尿時音センサ
（図示せず）を備えている点が第１実施形態とは異なる。従って、ここでは、本実施形態
の第１実施形態とは異なる点のみを説明し、同様の構成要素には同一の符号を付して説明
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を省略する。
【０２１８】
　図１３に示すように、本発明の第２実施形態に係る尿成分濃度測定装置２００は、所定
の水源に連通連結され、この水源から供給される洗浄水を貯留する洗浄水貯留タンク６０
と、シリンジポンプ３４に連通連結され先端をボール１０内に貯留される溜水１８に挿入
するサンプル採取部としてのサンプル採取機構８０と、便器部２の所定の箇所に配設され
制御部４０に接続された排尿時音センサ（図示せず）と、を有している。
【０２１９】
　洗浄水貯留タンク６０は、配管Ｒ２０２を介してリム吐水ノズル１２と連通連結したタ
ンク本体６２と、タンク本体６２の上部に配設され所定の水源に連通連結した手洗用吐水
管６４とを有し、手洗用吐水管６４の下方であってタンク本体６２の上端面に基準物質混
入手段としての基準物質混入装置２３２を配設している。
【０２２０】
　基準物質混入装置２３２は、上部を手洗用吐水管６４に向って開口し下部をタンク本体
６２の内部に連通させた漏斗状の容器６６と、容器６６の内部に収容され基準物質として
のメチレンブルーを含む水溶性の固形物６８とを有している。
【０２２１】
　かかる構成により、手洗用吐水管６４から吐水される洗浄水は容器６６に向って流下し
、この洗浄水により容器６６内の固形物６８からメチレンブルー液が溶出しタンク本体６
２内に流下する。これにより、タンク本体６２の内部には、メチレンブルー液が混入した
状態の洗浄水（以下、貯留水と言う。）が貯留されることになる。タンク本体６２のメチ
レンブルー液と洗浄水とが混合された貯留水が、タンク本体６２及び配管Ｒ２０２を介し
てリム吐水ノズル１２からボール１０内に吐水されることによって、メチレンブルー液と
洗浄水とが均一に混合された測定用溜水となる。なお、固形物６８は、容器６６の内部に
収容されるのではなく、予めタンク本体６２内の洗浄水に溶解するようにしても良い。ま
た、固形物６８は必ずしも固形である必要はなく、メチレンブルーの濃縮液でもよい。メ
チレンブルー濃縮液を毎回の便器洗浄動作に併せて、一定量ずつ貯留水に混入させておき
、タンク本体６２及び配管Ｒ２０２を介してリム吐水ノズル１２からボール１０内に吐水
させて測定用溜水となるように構成してもよい。
【０２２２】
　サンプル採取機構８０は、制御部４０に接続された所定の駆動モータ（図示せず）を備
えワイヤ８２が巻回された巻取ドラム８４と、ボール１０の底部側の一端にワイヤ８２の
一端が係止されると共に長手方向に異径のシリンダを複数連ねて伸縮自在に構成され、ボ
ール１０の上部側の他端がシリンジポンプ３４に連通連結されたサンプル採取ノズル８６
とを有している。
【０２２３】
　排尿時音センサは、被験者の排泄する尿がボール１０内に貯留された測定用溜水等と衝
突するときの音を検知し、所定の検知信号を制御部４０へ送信する。なお、被験者の排泄
する尿を検知する尿検知部としては、排尿時音センサに限られず、尿の温度を検知する温
度センサや、ボール１０内に貯留される溜水等の重さを検知する重量センサ等を採用して
も良い。
【０２２４】
　以上のように構成された第２実施形態に係る尿成分濃度測定装置５について、その動作
の一例を説明する。
【０２２５】
　まず、被験者により操作・表示部４の測定スイッチ（図示せず）が押下されると、制御
部４０のＣＰＵ４２は、駆動モータを駆動させ、巻取ドラム８４に巻回されていたワイヤ
８２を送り出し、複数連ねたシリンダをボール１０内にて斜め下方に伸延させて、サンプ
ル採取ノズル８６の先端をボール１０内に貯留される測定用溜水に挿入させる。
【０２２６】
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　採尿ノズルの先端が測定用溜水に挿入された状態で、ＣＰＵ４２は、シリンジポンプ３
４を作動させ、サンプル採取ノズル８６の先端からボール１０内の測定用溜水を所定の量
だけ吸引し、この測定用溜水を吸光度計３６に向けて排出、搬送させる。そして、吸光度
計３６により、尿混入前の測定用溜水の吸光度が計測される点は、第１実施形態と同様で
あるのでここでは説明を省略する。
【０２２７】
　被験者によりボール１０内に向けて排尿がなされると、ＣＰＵ４２は、排尿時音センサ
による所定の検知信号を受信したことを条件として、シリンジポンプ３４を作動させ、サ
ンプル採取ノズル８６の先端からボール１０内の尿混入測定用溜水を所定の量だけ吸引し
、この尿混入測定用溜水を吸光度計３６及び糖濃度計３８に向けて排出、搬送する。吸光
度計３６により、尿混入測定用溜水の吸光度が計測され、糖濃度計３８により、尿混入測
定用溜水の濃度が計測される点は、第１実施形態と同様であるのでここでは説明を省略す
る。
【０２２８】
　ここまでの動作が終了すると、ＣＰＵ４２は、駆動モータを駆動させ、巻取ドラム８４
にワイヤ８２を巻き取り、複数連ねたシリンダをボール１０内にて斜め下方に縮退させて
、サンプル採取ノズル８６を機能部ケーシング９の中に収納する。その後、サンプル採取
ノズル８６の洗浄動作等が実行されるように構成しても良い。
【０２２９】
　次いで、一連の計測動作が終了し、被験者が便器部２の汚物洗浄スイッチ（図示せず）
を押下すると、便器部２の便器制御部２１が汚物洗浄処理を実行する。そして、便器制御
部２１から洗浄処理信号を受信すると、制御部４０のＣＰＵ４２は、タンク本体６２の底
部に設けられた図示しない開閉弁を開閉させて貯留水をリム吐水ノズル１２から吐水させ
ることによってトラップ部１４にサイホン現象を発生させてボール１０内の洗浄処理を行
うとともに、タンク本体６２からボール１０内に溜水となる水を供給する動作を行う。こ
のとき、タンク本体６２への給水動作も実行されてタンク本体６２内には貯留水が貯留さ
れる。
【０２３０】
　この動作によって、タンク本体６２の内部に貯留されていた貯留水中においてメチレン
ブルー液と洗浄水とが混合された測定用溜水がボール１０内に貯留される。これとともに
、上述した通り、タンク本体６２の内部には、メチレンブルー液が混合された新たな貯留
水が貯留され、次回の測定準備が完了した待機状態になる。
【０２３１】
　本実施形態の尿成分濃度測定装置２００の他の動作は、本発明の第１実施形態と同様で
あるのでここでは説明を省略する。本発明の第２実施形態に係る尿成分濃度測定装置２０
０によれば、洗浄水貯留タンク６０、基準物質混入装置２３２、サンプル採取機構８０及
び排尿時音センサを設けることにより、簡易な構成で第１実施形態に係る尿成分濃度測定
装置５と同様の効果を得ることができる。
【０２３２】
　また、上述した各実施形態に係る尿成分濃度測定装置においては、尿中に含まれる特定
成分の濃度を測定する尿成分濃度測定方法を採用していたが、この濃度測定方法を尿以外
の被検査溶液、例えば、人間の血液や汗などに適用しても良い。
【０２３３】
　かかる場合には、被検査溶液（例えば、血液や汗）中に含まれる特定成分の濃度を測定
する被検査溶液成分濃度測定方法において、所定の液体（例えば、水等）に基準物質を混
入して測定用溶液を作ると共に、測定用溶液の物性値を計測し、また、測定用溶液に、被
検査溶液を混入して測定用混合溶液を作ると共に、測定用混合溶液の物性値（例えば、吸
光度や蛍光強度）と、測定用混合溶液中に含まれる特定成分の濃度とを計測し、得られた
測定用溶液の物性値と、測定用混合溶液の物性値と、測定用混合溶液中に含まれる特定成
分の濃度とに基いて、被検査溶液中に含まれる特定成分の濃度を算出することを特徴とす
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る被検査溶液成分濃度測定方法を提供することができる。
【０２３４】
　以上、本発明の実施の形態のいくつかを図面に基づいて詳細に説明したが、これらは例
示であり、発明の開示の欄に記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて種々の変
形、改良を施した他の形態で本発明を実施することが可能である。
【０２３５】
　例えば、本発明における基準物質混入手段は、第１実施形態に係る尿成分濃度測定装置
５が備えた基準物質混入装置３２のように、給水手段が供給する水をボール内に排出する
吐出孔より上流側において基準物質を混入させるものだけに限らず、ボール内に貯留され
る溜水に、基準物質を直接混入するように構成しても良い。この場合、溜水と基準物質と
を均一に混合して所定濃度の基準物質を含んだ測定用溜水とするための攪拌手段を設ける
ことが好ましい。
【０２３６】
　また、前述した各実施形態では排尿前の測定用溜水の吸光度を吸光度計３６により計測
することによって求まる基準物質濃度を尿混入前基準物質濃度としているが、本発明にお
ける尿成分濃度測定装置においては、排尿前の尿混入前基準物質濃度は必ずしも計測して
求めたものでなくとも良い。即ち、基準物質濃度が本発明における「所定濃度」に予め調
製された水を測定用溜水として用いる構成として、所定濃度を尿混入前基準物質濃度とし
ても良い。その場合は、吸光度計測は尿混入測定用溜水の一回だけで済むため、一回の測
定時間が短くなる。
【０２３７】
　それに対して、尿混入前基準物質濃度を計測して求める構成とすると、測定用溜水の基
準物質濃度は多少幅を持つことが可能となるため、本実施形態のように、測定の都度、測
定用溜水を調製する場合においては、基準物質混入手段の混入精度の要求水準が低くなり
コストダウンが図れ。また、実際に測定する時の基準物質濃度を計測して前記尿混入前基
準物質濃度とすることが出来るため、使用待機中に溜水の蒸発等によって基準物質濃度の
変化があっても、高精度の測定が可能となる。
【０２３８】
　また、上記した各実施形態では、１つの吸光度計３６が尿混入前物性値計測手段及び尿
混入後物性値計測手段として機能する構成としたが、これに限らず、２つの吸光度計を設
け、これらがそれぞれ尿混入前物性値計測手段及び尿混入後物性値計測手段として機能す
るようにしてもよい。
【０２３９】
　本発明の実施の形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙した
に過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施の形態に記載されたものに限定されるもの
ではない。
【図面の簡単な説明】
【０２４０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る尿成分濃度測定装置を備えた便器装置全体の外観図
である。
【図２】図１に示す便器装置が備える便器部の側断面図である。
【図３】図１に示す便器装置の全体構成及びその電気的構成を示す模式的説明図
【図４】図２に示した便器部が備えるゼット吐水ノズルの部分拡大断面図である。
【図５】基準物質混入装置の構成を示す模式的説明図である。
【図６】シリンジポンプの構成を示す模式的説明図である。
【図７】吸光度計の構成を示す模式的説明図である。
【図８】吸光度計により計測された測定用溜水等の吸光度と波長との関係の一例を示す吸
光度スペクトル線図である。
【図９】蛍光強度計により計測された尿混入測定用溜水の蛍光強度と波長との関係の一例
を示す蛍光強度スペクトル線図である。
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【図１０】尿を模擬した所定濃度のＮａＣｌ溶液をボール内に貯留される溜水に投入（混
入）した場合における、溜水中のＮａＣｌ溶液の濃度の時間変化を示す図である。
【図１１】尿成分濃度測定装置の動作を示すフローチャートである。
【図１２】測定用溜水の水位が変化する態様を示す図である。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る尿成分濃度測定装置を備えた便器装置が有する便
器部の側断面図である。
【符号の説明】
【０２４１】
１　　　　　　　便器装置
２　　　　　　　便器部
２ａ　　　　　　便器本体
３　　　　　　　背面キャビネット
４　　　　　　　表示部
５　　　　　　　尿成分濃度測定装置
６　　　　　　　便座
７　　　　　　　便蓋
８　　　　　　　機能部ケーシング
９　　　　　　　機能部ケーシング
１０　　　　　　ボール
１０ａ　　　　　隔壁
１０ｂ　　　　　上部
１０ｃ　　　　　底部
１１　　　　　　リム部
１２　　　　　　リム吐水ノズル
１４　　　　　　トラップ部
１４ａ　　　　　トラップ流入口
１４ｂ　　　　　トラップ排水口
１６　　　　　　ゼット吐水ノズル
１６ａ　　　　　ゼット孔
１６ｃ　　　　　電極
１８　　　　　　溜水
１８ａ　　　　　測定開始水位
１８ｂ　　　　　封水水位
２０　　　　　　洗浄部
２１　　　　　　便器制御部
２２　　　　　　給水弁
２４　　　　　　水路切替弁
３０　　　　　　測定部
３２　　　　　　基準物質混入装置
３２ａ　　　　　基準物質貯留タンク
３２ｂ　　　　　ポンプ
３２ｃ　　　　　逆止弁
３４　　　　　　シリンジポンプ
３４ａ　　　　　シリンダ
３４ｂ　　　　　ピストン
３４ｃ　　　　　シリンジ駆動モータ
３４ｄ　　　　　リードスクリュウ機構
３４ｅ　　　　　ポート
３５　　　　　　電動ロータリバルブ
３５ａ　　　　　ポート
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３５ｂ　　　　　ポート
３５ｃ　　　　　ポート
３６　　　　　　吸光度計
３６ａ　　　　　サンプルセル
３６ｂ　　　　　光源
３６ｃ　　　　　光センサ
３８　　　　　　糖濃度計
４０　　　　　　制御部
４１　　　　　　時計部
４２　　　　　　ＣＰＵ
４４　　　　　　ＲＯＭ
４６　　　　　　ＲＡＭ
５０　　　　　　測定制御回路
５２　　　　　　通信手段
６０　　　　　　洗浄水貯留タンク
６２　　　　　　タンク本体
６４　　　　　　手洗用吐水管
６６　　　　　　容器
６８　　　　　　固形物
８０　　　　　　サンプル採取機構
８２　　　　　　ワイヤ
８４　　　　　　巻取ドラム
８６　　　　　　サンプル採取ノズル
２００　　　　　尿成分濃度測定装置
２３２　　　　　基準物質混入装置
Ｄｎ　　　　　　希釈率
Ｄｓ　　　　　　希釈率
Ｆ１　　　　　　照射光
Ｆ２　　　　　　透過光
Ｒ１　　　　　　配管
Ｒ２　　　　　　配管
Ｒ２０２　　　　配管
Ｒ３　　　　　　配管
Ｒ４　　　　　　配管
Ｕ０　　　　　　原尿中の尿糖濃度
Ｕ１　　　　　　尿混入測定用溜水中の尿糖濃度
Ｘ１　　　　　　波長帯
Ｘ２　　　　　　波長帯
Ｓ　　　　　　物質の物性値
Ｓ０　　　　　　メチレンブルー液の吸光度
Ｓ１　　　　　　メチレンブルー液の吸光度
Ｄａ　　　　　　溶液Ａの希釈率
Ｄｂ　　　　　　溶液Ｂの希釈率
Ｄａｘ　　　　　　混合溶液（Ａ＋Ｂ）中の位置ｘにおける溶液Ａの希釈率
Ｄｂｘ　　　　　　混合溶液（Ａ＋Ｂ）中の位置ｘにおける溶液Ｂの希釈率
Ｍａ　　　　　　溶液Ａの標的物質濃度
Ｍａｘ　　　　　　混合溶液（Ａ＋Ｂ）中の位置ｘにおける標的物質濃度
Ｄｎ　　　　　　原尿の希釈率
Ｄｓ　　　　　　測定用溜水の希釈率
α　　　　　　　吸光係数
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Ｌ　　　　　　　光路長
Ｑ　　　　　　　特定物質濃度
Ｑ０　　　　　　溶液Ｂの測定物質濃度
Ｑ１　　　　　　混合溶液（Ａ＋Ｂ）の測定物質濃度
ΔＴ　　　　　　計測待機下限時間
Ｔｄ　　　　　　計測待機時間
ｆ（ｓ）　　　　　　　　関数

【図１】 【図２】
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